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1 共同要件

農業生産の復旧等を目的としてい
るのであれば、被災農業者個人の
農業機械等を支援できないのか。
受益農家数要件を課す理由いか
ん。

　国庫予算に制約がある中で、特定の個人の資産形成に資するような取組は好ましくない
ため、これまで農業機械のような個人経営に馴染むメニューは徐々に補助対象メニューか
ら除外してきたところです。
　しかしながら、今般の東日本大震災では、津波等によって農業機械や農地、家屋等が喪
失・損壊した農業者が多数発生しており、資金繰り等に苦心されている被災農業者の実情
等を踏まえ、被災農業者の１日も早い営農の再開を支援するため、東日本交付金では、
リース方式等による農業機械の取得を措置したところです。ただし、この場合であって
も、極力、多くの被災農業者が補助事業の効用を裨益できるようにすることが重要である
との観点から、受益農家数に要件＊を課し、一定のまとまりのある農業者の農業機械の導
入による地域農業の再興を支援することとしています。

＊原則５戸以上（知事特認３戸）

2 共同要件

被災者がこれまで営農していた土
地を離れ、他の地域で営農を再開
する場合の共同利用要件は受益農
家５戸のうち被災農家が１戸でも
あればよいのか。

　農業機械や生産資材の導入等を行う場合にあっては、他の地域で営農を再開する場合で
あっても、原則として、受益農家５戸以上である必要があります。また、受益者又は事業
参加者の過半が被災農家である必要があります。

3 共同要件
１戸１法人は、事業実施主体にな
れるか。

　農業生産法人が事業実施主体となることは可能ですが、採択要件の５戸以上（知事特認
３戸以上）の受益農家数が確保できないため、１戸１法人が単独では支援できません。

4 共同要件

　自己資金で導入した施設が被災
した。また、これまで共同利用も
行っていなかったが助成対象とな
るか。

　東日本交付金では、被災前に使用していた農業機械又は施設が個人利用であるか否かに
ついては特段の要件は設けていませんので、新たに導入する施設が事業実施要綱・要領に
定める共同利用要件等を満たせば助成対象となります。

5 成果目標

成果目標の基準が「営農活動等が
被災前に比べて概ね同程度以上に
復旧すること」とされているが、
目標年度までに確実に達成できる
見通しがなければ復旧対策を行え
ないのか。津波被災地では、農地
の全面復旧が遅れるため、目標年
次までに営農活動が被災前に比べ
て同程度以上に復旧する見通しが
立たず、事業を利用できない。

　東日本交付金では、被災農業者の１日も早い営農活動の再開を支援する観点から、成果
目標の目標年次を、推進事業（ソフト）にあっては原則として事業実施翌年度、整備事業
（ハード）にあっては事業実施年度の翌々年度等とし、営農活動等が被災前に比べて概ね
同程度以上に復旧するように取り組んでいただくこととしています。
　ご指摘のような農地の復旧対策が遅れている地域にあっては、営農が可能な農地での営
農再開をもって「営農活動等が概ね同程度以上に復旧した」とみなす運用をして差し支え
ありません。

6 成果目標

事業実施要領第１の１の（１）の
イの成果目標について、「生産や
販売を回復するために必要
な・・・・技術並びに当該技術体
系を確立すること」とは、何か定
量的な基準があるのか。

　事業メニュー毎の「取組の概要」に即して取組を行い、事業実施翌年度（２６年度）ま
でに、生産、流通又は保管に関する技術又は当該技術体系として地域農業者等に提示でき
るようにしていただければ、技術又は技術体系が確立されたとします。

7 被災農家の範囲
共同利用要件の受益農家又は事業
参加者は、被災した農業者に限定
されるのか。

　東日本交付金では、対策の成果目標の基準を「（被災地・被災農業者の）営農活動等が
被災前に比べて概ね同程度以上に復旧すること」とし、対策の対象要件として「東日本大
震災に起因する施設、機械、生産資材、農地等への被害の復旧等に資する取組」等として
いることから、受益農業者又は事業参加者は被災農業者であることが原則となります。
　ただし、被災農業者の営農活動の再開や被害の復旧等を図るため、被災被害がない農業
者と被災農業者とが共同して農業機械を効率的に利用する必要があるなどの場合には、事
業の受益農業者又は事業参加者の過半が被災農業者が占めていれば、その他の農業者を受
益農業者又は事業参加者としても差し支えありません。

8 被災農家の範囲
被災農業者はどのように特定すれ
ば良いのか。

　東日本交付金の対象となる被災農業者は、東日本大震災による施設、機械、生産資材、
農地等の被害により営農に支障が生じている者（共同利用施設が被災した場合の当該受益
者も含む。）とし、都道府県が判断していただくこととしています。
　また、被災による営農活動の支障の有無は、事業実施主体から事業計画書の提出等を受
け、補助事業者である都道府県が判断することとなります。

9 被災農家の範囲
原発警戒地域から避難している農
業者は被災農業者として良いの
か。

　東日本大震災を起因として発生した福島第１原子力施設災害の影響により、警戒区域か
ら避難されている農業者は、放射性物質によって農地等が汚染し、営農活動に支障が生じ
ている状況にあるので当然被災農業者となります。

10 被災農家の範囲

被災農業者であれば、被災内容に
関わらず、リース方式による農業
機械の導入や生産資機材の共同購
入に取り組んでも補助対象になる
のか。

　東日本交付金は、東日本大震災を起因とした農地や施設等の被害によって、被災農業者
の低下している営農活動を復旧することことを目的としていますので、営農活動の復旧に
直接つながる対策内容が原則交付金の対象となります。
　したがって、例えば農業機械が被災して営農活動に支障が生じる場合には、農業機械の
導入（原則リース方式）が対象メニューとなります。あるいは、津波によって生産資機材
が流出した場合には、当該、生産資機材が対象になります。
　ただし、津波の被災地や福島第１原発事故の警戒区域や計画的避難区域等では、農業生
産基盤である農地に甚大な被害が生じ、この復旧（除塩、除染）に相当の時間を要するこ
とが見込まれるため、当該農地が復旧するまで営農活動の復旧に取り組めないこととなっ
てしまいます。このため、こうした被災農業者については、代替地において営農活動を再
開するなどの場合には、被災内容に関わらず必要な農業機械や生産資機材等を支援とする
ことができることとします。

11 被災農家の範囲

原発事故により避難指示が発出さ
れた地域で、避難中の降雪等によ
りハウスが変形・倒壊した場合な
ど、避難中であったために避難中
に発生した不測の事態に対応でき
ず、農業用施設等に復旧の必要が
生じた場合は、本事業の対象にな
ると考えてよいか。

　本事業は、東日本大震災からの農業生産の復旧等に向けた取組を支援するものです。
　このため、原発事故による避難を行っている中、不測の事態に対応できず、実質的に東
日本大震災に起因する被災であると客観的に判断できる場合であれば本事業の対象となり
ます。

12 見積もり
機械・施設の購入及び大規模な補
修・修繕は３者見積もりが必要
か。

　原則として一般競争入札をしていただきますが、それによることが難しい場合は、指名
競争入札（ハード）又は２社以上の見積もり合わせを行い、事業費が適正なものとなるよ
うにしてください。

13 撤去費用
施設を復旧する際の撤去費用につ
いても補助の対象となりますか。

　今回の東日本大震災農業生産対策交付金においては、被災施設の復旧に伴う全部又は一
部の撤去費用も補助の対象となります。

14 撤去費用
解体費用について、解体と廃棄費
用までが対象でしょうか。

　被災施設の復旧に伴う解体撤去費用及び産業廃棄物等の処理に係る費用が対象となりま
す。ただし廃棄等に当たって収益がある場合は、解体費用から収益を差し引いた額が補助
の対象となります。
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15 撤去費用

被災施設を場所を移転して整備す
る場合、使用可能な機械を新施設
に移設して利用することは可能
か。また、その場合も、既存施設
の撤去費用は補助対象としていい
か。

　使用可能な機械であれば、事業費の低減の観点からむしろ移設して利用してください。
（ただし、この際の搬送費用は補助対象外です。）また、移設を前提とした撤去費用は補
助対象になります。

16 受益戸数要件
どのような場合であれば知事特認
として３戸以上要件を緩和して構
わないのか。

　今般の東日本大震災では、津波によって地域の農業者が多数亡くなられたり、甚大な被
害によって投資が困難な農業者が多く５戸さえも募れない、地震によって各地の水田で小
規模な地割れ等が散在発生して５戸以上での集団的な取組が容易にまとまらないなど、営
農活動の復旧に向けた様々な困難な事情が見受けられますので、県において地域の事情を
よくお聞きして、直ちに５戸を集めることが困難な場合には、要件緩和に柔軟に応じてい
ただいて構いません。

17 受益戸数要件

園芸や畜産は、近隣で被災農家を
３戸見つけることさえも容易でな
い。推進事業（機械のリース導入
や資機材の導入）をＪＡや市町村
を越える広域な範囲で取り組むこ
とは可能か。

　今般の東日本大震災では、津波による被害が甚大なため、園芸や畜産の分野では、ひと
つの地区の中で３戸の受益者さえも集まらないといった場合がみられます。こうした場合
には、市町村内及び農協内ではなく、当該農産物の出荷や販売を単位とする広域なエリア
で３戸以上の受益者を確保していただき取り組むことも構いません。

18 受益戸数要件

直接的に被災被害を受けていない
農業者が農業機械を導入し、被災
地及び被災農業者の営農再開の手
助けを行うことはできないのか。

　原則として、受益農家又は事業参加者は全ての農業者が被災農家である必要がありま
す。ただし、直接的な被災被害がない農業者であっても、被災者と共同して農業機械を効
率的に利用するなど、被災農業者の営農活動の再開や被害の復旧等に資する取組を行う場
合には、受益農業者又は事業参加者とすることができます。この場合、少なくとも当該受
益農業者又は事業参加者（リース事業に参画する機械施設利用者）の過半を被災農業者が
占めるように推進してください。

19 費用対効果分析
共同利用施設の費用対効果分析
は、どのような場合に行わなけれ
ばならないのか。

　事業実施要綱の別表の採択要件の（４）において、５千万円以上のものに限定すること
としています。また、事業実施要領の別記の第３の２の（５）のオにおいては、共同利用
施設を新設する場合で５千万未満のものであっても、費用対効果分析を行い、県が必要と
認める場合には当該新設事業を行うことができる旨を規定しています。
　したがって、共同利用施設を新設する場合には、事業費に関わりなく全ての案件が費用
対効果分析の対象となりますが、既存施設の増設（能力増強）や機能高度化対策について
は事業費が５千万円未満であれば費用対効果分析を求めていません。
　また、施設の機能高度化を伴わない原形復旧のための補修・修繕にあっては、費用対効
果分析を行う必要はありません。

20 補助対象範囲

今回の交付金は、被災前に所有し
ていた共同利用施設、農業機械等
の復旧、再取得が対象という考え
でよいか。

　東日本交付金では、対策の成果目標の基準を「（被災地・被災農業者の）営農活動等が
被災前に比べて概ね同程度以上に復旧すること」とし、対策の対象要件として「東日本大
震災に起因する施設、機械、生産資材、農地等への被害の復旧等に資する取組」等として
いることから、復旧や再取得の対象となる農業用施設や機械は、被災を受けたものが基本
です。
　しかしながら、例えば小規模で非効率な老朽化施設を再度整備するよりも、被災施設を
含めて複数の老朽化施設を１カ所集約して高度かつ効率的な施設を再整備した方が、被災
農業者の営農活動の復旧等とあわせ産地の競争力強化につながり合理的な場合もありま
す。また、被災によって再投資が困難な高齢農業者等に対しては、担い手が高性能農業機
械を導入して作業受託を行うことで、当該機械の効率的な利用が確保されるようになるほ
か、当該高齢農業者等の営農活動の復旧等にも資することとなります。
　このように、必ずしも被災施設・機械をそのまま現状復旧することが適当でない場合が
存在しますので、地域の被災事情等を踏まえて、被災農業者の営農活動等の復旧や産地競
争力の維持・強化に資する柔軟な取組を誘導してください。

21 補助対象範囲
　被災農業者が耕種から園芸等に
分野転換するような取組は支援で
きないのか。

　東日本交付金では、対策の対象要件として「東日本大震災に起因する施設、機械、生産
資材、農地等への被害の復旧等に資する取組」としており、被災によって農地や施設等の
使用が困難となった場合に他の分野や他作物に転換する場合も「被害の復旧等に資する取
組」として対象としています。

22 補助対象範囲
放射性物質による農作物の汚染を
理由として、リース方式による農
業機械の導入はできないのか。

　東日本交付金は、東日本大震災を起因とした農地や施設等の被害によって、被災農業者
の低下している営農活動を復旧することことを目的としていますので、営農活動の復旧に
直接つながる対策内容が交付金の対象となります。
　このため、放射性物質に係る対策内容については、農作物の吸収抑制対策等、直接的な
効果が期待される対策に限定することとなり、放射性物質による汚染被害と直接関係のな
い農業機械（リース導入等）について対象とすることはできません。
　ただし、福島第１原発事故の警戒区域や計画的避難区域等では、農業生産基盤である農
地に甚大な被害（放射能汚染）が生じ、この復旧（除染）に相当の時間を要することが見
込まれるため、被災農業者が当該農地が復旧するまで営農活動の復旧に取り組めないこと
となってしまいます。このため、被災農業者が代替地において営農活動を再開する場合に
は、必要な農業機械や生産資機材等を支援とすることができることとします。

23 推進事業

整備事業（ハード）の対象地域は
農振農用地であるが、推進事業は
（ソフト）はどこでも可能です
か。

　推進事業ついては、園芸用施設のリースのみが「原則として、農用地区域及び生産緑地
に設置するもの」としています。

24 総事業費
共同利用施設の整備に当たり総事
業費が5千万円以上とされている
ことについて。

　総事業費５千万円以上の採択要件は、産地競争力の強化の整備事業で共同利用施設を設
置（新設）する場合に限り適用されます。したがって、施設の補修・修繕は、５千万円未
満でも事業対象として構いません。また、新設の場合であっても、１以上の費用対効果が
見込まれる事業であり、地域の事情により必要であると県が認める場合には、５千万円未
満であっても実施できます。

25 推進事業

平成24年度新規追加されたメ
ニューの実施基準にある「東日本
大震災からの復旧等を国の助成に
より実施中又は既に終了している
ものは、本対策の交付対象外とす
る」について、同じ目的の国庫事
業を平成23年度の補助で実施して
いた場合と考えるが、例えば除塩
のための圃場整備事業等を平成23
年度に実施した場合においても、
同圃場で品目転換や水田ニ毛作等
の推進事業は取り組めないのか。

  「事業実施主体が、東日本大震災からの復旧等を国の助成により、実施中又は既に終了
しているものは、本対策の交付対象外とする。」という規定は、いわゆる二重補助に配慮
したものであり、過去に国庫補助を受けた圃場等であっても、内容が明確に区分できる別
の取組を実施する場合は、支援の対象となります。
　なお、放射性物質の吸収抑制対策のうち、吸収抑制資材の施用については、前年度に本
対策を実施した地区でも、土壌中の交換性カリ濃度が十分上昇しない等の恐れがある場合
は、事業の対象とすることが可能です。

26 賠償金との関係

　平成23年度に実施した「放射性
物質の吸収抑制対策」について
は、補助率が1/2以内であったこ
とから、事業実施主体では、自己
負担分を東京電力株式会社に賠償
請求し、賠償金が支払われてい
る。この賠償金については、実施
要領第３の(２)に基づく返還対象
となるか。
　また、返還対象となる場合、返
還額の算定式を明示いただきた
い。

　本件の場合、「放射性物質の吸収抑制対策」の交付対象経費と賠償の対象経費が同一
（吸収抑制資材の購入費）であり、かつ、本交付金の事業実施主体に賠償金が支払われて
いることから、実施要領第３の(２)に基づき、交付金の返還を求められる可能性がありま
す。
　なお、ご質問の事例に係る返還額については、国の補助金、地方自治体等の補助金及び
東京電力株式会社の賠償金の総額が「放射性物質の吸収抑制対策」の事業費を超えた場
合、その超えた額となります。
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27 賠償金との関係

　放射性物質の吸収抑制対策に係
る東京電力株式会社の賠償金は、
吸収抑制資材の購入経費に加え、
吸収抑制資材の施用経費について
も支払われているが、吸収抑制資
材の施用経費を対象とした賠償金
は、実施要領第３の(２)に基づく
返還対象ではないと考えてよい
か。

　吸収抑制資材の施用経費は、本交付金の対象経費ではないことから、当該経費を対象と
した東京電力株式会社の賠償金は、交付金の返還対象ではありません。

28 賠償金との関係

　避難指示区域において、避難時
の降雪等によりビニールハウスの
ビニール及びパイプが損壊したた
め、市町村が事業実施主体となり
「生産資材の導入等」によりビ
ニール（被覆資材）及びパイプ
（園芸施設補強・補修用資材）の
調達を検討している。
　一方、ビニールハウス（ビニー
ルを含む。）等の財物について
は、被災農業者に対して原発事故
による避難等に伴う経年または管
理不能による財物価値の減少分に
ついて東京電力株式会社の賠償金
が支払われているが、この賠償金
については、実施要領第３の(２)
に基づく返還対象となるか。

　実施要領第３の(２)では、東京電力株式会社から「当該事業の事業実施主体に賠償金が
支払われた際には、当該交付金の一部又は全部の返還を都道府県知事に求めることでき
る」と規定されていることから、本件については当該規定に該当しないと考えられます
が、本事業の受益者となる被災農業者が受け取った賠償金と本交付金により支援する対象
が同一である場合は、事業費から賠償金を控除するなど、東京電力株式会社の賠償と国庫
補助が重複することがないよう指導をお願いします。

29 賠償金との関係

　上記の場合で、交付金の事業実
施主体に賠償金が支払われている
場合（交付金の事業実施主体が農
事組合法人である場合など）はど
うか。
　また、返還対象となる場合、返
還額の算定式を明示いただきた
い。

　本交付金の交付対象経費と農事組合法人名義で支払われた賠償金の対象経費が同一であ
れば、実施要領第３の(２)の規定に該当すると考えられます。
　なお、ご質問の事例に係る返還額の算定については国の補助金及び地方自治体等の補助
金、東京電力株式会社の賠償金の総額が「生産資材の導入等」の事業費を超過した場合
に、当該超過額を返還額とします。
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30 賠償金との関係

　生産資材の導入等を活用してビ
ニールハウスの被覆資材の調達を
検討しているが、東京電力株式会
社は「被覆資材の賠償は所得賠償
に含まれる。」としているもの
の、被覆資材に係る賠償額を明ら
かにしていない。
  この場合の、返還額の算定はど
うするのか。

１　本交付金の活用に当たって、農家に支払われた賠償金のうち被覆資材に係る賠償額を
特定する必要がある場合は、
　①　農家が直接東京電力株式会社に賠償請求している場合は、当該農家が直接
　②　ＪＡが農家の請求を取りまとめ、東京電力株式会社に賠償請求している場合は、Ｊ
Ａを経由して
  東京電力株式会社の現地事務所に賠償額を問い合わせていただきたいと東京電力株式会
社から回答をいただいています。

２　このため、本交付金を活用してビニールハウスの被覆資材の調達を検討しており、か
つ、当該ビニールハウスで原発事故前に生産していた農産物に係る営業損害賠償（＝所得
賠償）を受けている場合は、上記１により東京電力株式会社現地事務所への問い合わせを
お願いします。

３　なお、返還額は、本交付金にかかる国及び地方自治体等の補助金と本交付金の対象と
なった資材に係る賠償金（上記１により東京電力株式会社現地事務所から聞き取った額）
の合計額が、本交付金に係る事業費を超えた場合、その超えた額となります。

31 その他

復旧等対策の対象は、平成２５年
４月１日以降に着手・着工したも
の（実施要領第１の２の（１））
となっているが、事業計画の承認
又は交付決定前に着手・着工した
ものも対象になるのか。

　東日本交付金では、被災農業者の速やかな営農再開を支援するため、平成２５年４月１
日以降に着手・着工したものを対策の対象としています（事業実施要領第１の２の
（１））。
　したがって、４月１日以降に着手・着工したものであれば、事業計画の承認又は交付決
定前であっても対象とすることができます。

32 その他

キノコの菌床栽培や原木栽培に関
する取組は支援対象になるか。
また、キノコ類で支援対象となる
ものはあるか。

　高度技術導入施設として菌類栽培施設を整備することができますが、対象品目はマッ
シュルームのみとなっています。キノコは一般的に林産物として取り扱われることから、
農業生産対策としての実施に限度があることをご理解ください。

33 その他

　任意の地震保険等により、保険
金額を事業実施主体が受領してい
た場合、交付金の補助は受けられ
ないか。

　事業実施主体が任意に加入する民間の地震保険から保険金を受け取っても、補助金の交
付や補助率に影響を受けることはありません。当該保険金を自己負担分に充てていただい
ても構いません。

34 その他

　某いちご産地において、被災し
たＪＡ組合員の営農再開を支援す
るため、ＪＡが事業実施主体と
なって東日本大震災農業生産対策
交付金を活用し、パイプハウス等
の復旧を行いたい。この際、同Ｊ
Ａが１口１万円の支援金（「１口
オーナー制度」）を一般の人に募
集し、当該支援金を被災農家へ分
配することとしている場合、国の
交付金の支援対象となるか。ま
た、補助率（1/2等）への影響は
あるか。

　本交付金においては、「事業実施主体が、東日本大震災からの復旧等を国の助成によ
り、実施中又は既に終了しているものは、本交付金の交付対象外とする。」と規定してい
ますが、国以外の者からの資金調達については制限を設けていません。
　したがって、事例の「１口オーナー制度」による分配を受けた場合においても、そのこ
とをもって当該交付金の支援対象から除外されることはありません。
  また、補助率についても影響はありません。

35 その他

推進事業で取り組む農業機械の導
入や生産資機材の納品が３月末ま
でに間に合わない可能性がある
が、明きょ繰越ができないか。

　一般に、明許繰越しは、整備事業（ハード）など「経費の性質上年度内に支出を終わら
ない見込みのあるもの」について、あらかじめ国会の議決を経て、繰り越すことが認めら
れているものであり、農業機械や生産資機材のような物品の購入に係るものは明きょ繰越
は認められておりません。

36 その他

津波や原発事故の影響により、他
の市町村に避難している被災農業
者が行う事業には、避難先の市町
村に申請する必要があるのか。

　事業を行う場所の市町村長に提出していただくことが基本となりますが、被災農業者が
避難された場所の市町村と避難前に居住されていた元の市町村とで調整していただき、避
難先の市町村よりも元の市町村の方で提出されることが適当と判断されるのであれば、そ
れでも構いません。ただし、事業の実施に関する監督指導等については、提出を受けた市
町村の側で責任を持って対応していただくようお願いいたします。

37 その他
JAが市町村をまたぐ場合、計画書
の作成はどちらの市町村で作成す
るのでしょうか。

　事業実施主体は、主たる市町村へ計画書を提出し、関係する市町村へ計画書の写しを提
出していただくことになります。

38 共同利用施設
被災していない共同利用施設の機
能高度化対策等が実施できない
か。

　東日本交付金では、対策の成果目標の基準を「（被災地・被災農業者の）営農活動等が
被災前に比べて概ね同程度以上に復旧すること」とし、対策の対象要件として「東日本大
震災に起因する施設、機械、生産資材、農地等への被害の復旧等に資する取組」等として
いることから、復旧や再取得の対象となる農業用施設等は、原則として被災を受けたもの
が対象となります。
　なお、東日本大震災により被害を受けた施設の復旧に加え、放射性物質の影響による生
産力・販売力の低下からの回復に資する施設も対象としています。

39 共同利用施設

既存の穀類乾燥調製施設につい
て、機能高度化対策を行う場合
に、強い農業づくり交付金で求め
られているように、既存施設の計
画時点よりも受益面積又は処理量
が拡大する必要があるのか。

　強い農業づくり交付金では、いわゆるモデル的な産地等を育成する観点から、共同利用
施設等を再導入する際に、同種・同能力のものを再度整備すること（いわゆる更新。）は
対象外であり、穀類乾燥調製施設の機能高度化対策を講じる際には、
①受益面積又は処理量の拡大及び新たな乾燥方式の導入
②再編利用計画を策定の上、麦大豆等との汎用利用や担い手へのサイロ貸し、経営移譲等
のいずれかを要件としてきました。
　今般の東日本交付金は、被災施設の復旧等対策を講じるため、同種・同能力のものを再
整備する取組を可能としているところであり、被災した穀類乾燥調製貯蔵施設の機能高度
化対策を行う場合においても、受益面積等の拡大や再編利用計画の策定に関して特段の要
件は課していません。

40 共同利用施設

２３年産の麦や米の収穫に間に合
うように応急的な復旧工事を行
い、とりあえず本年度の営農を乗
り切ったが、収穫後の休閑期に本
格的な復旧工事を行う必要があ
る。これら一連の工事を事業の対
象にして構わないか。

　３月１１日の東日本大震災の発生後、多くのＪＡ等では、施設の稼動に必要最低限の対
策を応急的に講じて、２３年産の米麦の収穫に間に合わせたと聞いております。また、老
朽化施設にあっては、老朽化した設備の模様替えや耐震補強対策等の本格的な対策は、本
年秋の米の乾燥調製作業を終えてから行われる場合が多いと聞いています。
　これら一連の工事を事業の対象とする場合には、既に申請されている事業計画や交付申
請の変更が必要となるほか、過去に補助金等を受給して整備した施設・設備で処分制限期
間内にあるものを取り壊す場合には、あらかじめ管轄の地方農政局の承認を得て、残存簿
価に即して補助金相当額を返還する必要があります。また、本格的な復旧対策の実施に当
たり、既に完了している応急的な復旧対策部分を取り壊さざるを得ない場合には、当該交
付金を交付申請の対象額から除外する必要がありますので注意してください。

41 共同利用施設

農林水産業共同利用施設災害復旧
事業により今年の収穫に間に合う
ように復旧工事を行ったが、施設
が老朽化しているので東日本交付
金で本格復旧工事を行いたいが可
能か。

　既に別の補助金等（農林水産業共同利用施設災害復旧事業等）を受けて復旧対策等を
行った施設について、同一年度内に東日本交付金を活用して本格的な復旧等対策を行うこ
とは本来好ましくありませんが、農林水産業共同利用施設災害復旧事業では耐用年数の過
ぎた設備等が対象にならないといった事情等を考慮して、両対策の間で施行工事の内容が
明確に区分できる場合には可能とします。

42 共同利用施設

施設の補修・修繕の場合には費用
対効果分析を行う必要があるの
か。また、老朽化施設を高度化す
る場合は必要となるのか。

　整備事業（総事業費が５千万円以上）において、施設の新設を行う場合は、原則、費用
対効果分析を行う必要がありますが、施設の補修・修繕による現状復旧や、総事業費５千
万円未満の老朽化施設の機能高度化対策については対象外となります。

43 共同利用施設

津波でフォークリフトやコンテナ
等が流されたが、共同利用施設の
補修・修繕の際に附帯施設として
整備できるか。

　フォークリフト（回転アーム、プッシュプル又はハイマスト付きを除く。）やパレッ
ト、コンテナ等の汎用性の高いものは交付の対象外となっています。

44 共同利用施設
ハウスを建設するための土盛りは
事業対象となるか。

　舗装や切土・盛土等については、必要最小限のものであれば事業対象経費に加えて問題
ありません。
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45 共同利用施設
共同利用施設の補修・修繕につい
ても、事業費５千万円以上でなけ
ればならないのか。

　被災施設の補修・修繕は５千万円未満であっても対象となります。

46 共同利用施設

低コスト耐候性ハウスが被災した
が、一部棟は補修を行い、一部棟
は撤去の上、新設する。このよう
な場合は新設が含まれるので、撤
去、新設、補修の合計額が５千万
円以上である必要があるか。

　お問い合わせのような被災施設を補修・再取得する場合には、５千万円未満であっても
対象となります。

47 共同利用施設

被災したみそ加工施設の復旧は、
整備事業において農産物処理加工
施設として要望できるか。その場
合は、原則５０００万円の下限事
業費が適応されるか。

　みそ加工施設は農産物処理加工施設に該当します。また、被災程度に関わらず、既存の
共同利用施設の復旧を行う場合は、５千万円未満であっても対象となります。

48 共同利用施設
施設の補修・修繕については、耐
用年数を経過している施設につい
ても対象となるのか。

　法定耐用年数を経過している施設も対象です。ただし、補修・修繕後、おおむね５年以
上の利用に耐えうることが見込まれる必要があります。

49 共同利用施設

耐用年数を経過した施設を補修・
修繕した場合、補修後の施設の財
産管理の扱いはどのようになるの
か。

　財産管理については、補助事業等により取得した不動産及び50万円以上の機械及び器具
は、財産処分制限を受けることとなり、財産管理台帳を作成し適正に管理する必要があり
ます。

50 共同利用施設
　補修した施設の建屋及び内部機
械の処分制限期間はどのように決
めるのか。

　施設の処分制限期間は補助金適正化法等の法令により定められており、補助事業により
新たに財産を取得又は効用が増加する場合、財産の処分制限を受けることとなります。
  したがって、補修・修繕による原形復旧のような効用の増加が認められない場合は、当
該対策の実施をもって新たに財産処分の制限期間が延長されるようなことはありません。
  ただし、共同利用施設を再編整備するなど新たに財産を取得し、効用が増加するような
場合は、当該財産について処分制限期間が新たに設けられることとなります。

51 共同利用施設

施設の再編整備を行う場合に撤去
する施設の撤去経費は交付対象と
なっているが、補助率は１／２で
よいか。また、上限事業費は設定
されているか。

　補助率は１／２となります。上限事業費は設定していませんが、対象経費は、施設の再
編整備に必要不可欠な設備等の撤去に限定してください。

52 共同利用施設
　解体に伴う廃材を売却した場
合、その収入を自己負担に充てて
良いか。

　本事業を活用した撤去・解体に伴う廃材を売却したときに得た収入を、自己負担に充て
ることはできません。その収入を差し引いた額が補助対象となります。交付金支払後に、
売却による収入が明らかとなった場合は、過剰な交付金は返還していただきます。

53 共同利用施設
　集出荷貯蔵施設の附帯施設とし
てであれば、会議室を整備するこ
とは可能か。

　附帯施設は、一般的に施設の機能を発現させるため一体的に整備する必要のある電気通
信設備や給排水設備、空調設備、舗装工事等を指すものです。このため、施設の機能と何
ら関係のない会議室を集出荷貯蔵施設に併設し、これを附帯施設として認めることはでき
ません。
　なお、施設の保守管理等を行うための事務スペースを設けることは可能ですが、必要最
低限の面積とするようしてください。

54 共同利用施設

　転作大豆の乾燥調製施設を補
修・修繕したいが、一部受益地の
農地の復旧に時間を要するため、
当面は米の作付けが優先されて、
大豆の作付面積が成果目標の年次
までに被災前の水準に回復できそ
うもないが、この場合、当該施設
の復旧対策が行い得ないのか。

　東日本交付金では、被災農業者の１日も早い営農活動の再開を支援する観点から、成果
目標の目標年次を、乾燥調製施設等の整備事業（ハード）にあっては事業実施年度の翌々
年度等とし、営農活動等が被災前に比べて概ね同程度以上に復旧するように取り組んでい
ただくこととしています。
　ご指摘のような農地の復旧対策が遅れている地域にあっては、営農が可能な農地での営
農再開をもって「営農活動等が概ね同程度以上に復旧した」とみなす運用をして差し支え
ありません。

55 共同利用施設

　補修・再編整備計画（様式６
号、７号）の目標年度はいつか。
　また、当該計画書は、都道府県
知事から地方農政局長へ提出する
ものであるが、事業実施主体も作
成する必要があるのか。
　事業実施主体が作成した当該計
画について、都道県知事の承認は
必要か。

　補修・再編整備は整備事業として実施することから、目標年度は実施要領の第１の１の
（２）のイの（ア）に規定した目標年度となります。
  また、補修・再編整備計画（様式６号、７号）は、あくまで事業実施計画（別紙様式１
号）を補完するものなので、都道府県知事が事業実施計画書を作成する際に併せて作成す
ることとしています。（都道府県が補修再編整備計画を作成するために必要な情報を事業
実施主体に求める方法等は、各知事に委ねられています。）
  なお、都道府県知事が事業実施計画を採択するということは、当該計画に係る補修・再
編も認めることとなりますので、本交付金においては、都道府県知事が採択手続以外に独
立して補修・再編の承認を行うことを求めてはいません。

56 共同利用施設
補助対象基準の欄が空欄となって
いる共同利用施設等は、どのよう
なものでも補助対象となるのか。

　補助対象基準が空欄となっている施設等は、上位項目の基準が適用されます。

57 共同利用施設
液状化により、ハウスの基盤が傾
いてしまった。基盤を補修する工
事は補助対象となるか。

　施設設置にあたっての基礎工事等については、これまでも整備事業の補助対象としてい
たところです。今回の補正事業においても当該ハウスが要領に記載された補助対象施設で
ある場合は、基礎工事（補修）も含め整備事業の補助対象になります。しかし、パイプハ
ウスなど整備事業の補助対象施設に該当しない場合は、補助対象となりません。なお、整
備事業の補助対象外施設であっても、補修に必要な資材は、推進事業の補助対象となる場
合があります。

58 共同利用施設
津波によって地下水が塩水化して
使えないため、水道設備を整備す
ることは可能か。

　水道設備の整備については、低コスト耐候性ハウス等（生産技術高度化施設）の附帯施
設、又は栽培管理支援施設として整備することが可能です。

59 共同利用施設
水道設備を整備する場合、上水道
管の敷設をどの程度の長さまでな
らば許されるのか。

　東日本大震災により、地域によっては農業用水の確保が非常に困難となっている場合が
あります。このため、本事業では、水道設備を設けることが不可欠な場合に限り、生産技
術高度化施設の附帯施設や栽培管理支援施設として上水道管の敷設を行うことを可能とし
ています。
　ただし、上水道管については、農業用途のみの利用とし、本管からほ場までの長さは合
理的なものとしてください。

60 共同利用施設
施設設置にともなう盛土等は交付
金の対象事業となるのか。

　施設設置のために必要な盛土や液状化対策、整地等は工事費に含まれます。

61 共同利用施設

被災したライスセンターを拠点
に、この際、周辺の受益者（非被
災者も含む。）をさらに増やして
カントリーエレベータを整備した
いが可能か。

　ライスセンター等の共同利用施設を整備する場合には、事業実施要領の別記Ⅱの第２の
２のクにおいて、（被災施設に代替する）施設の新築又は新設を対象とする旨を記述して
いるほか、既存の施設の増築、併設等も対象になる旨を明確化しています。したがって、
被災ライスセンターの代替となるカントリーエレベータの新設や、既存のライスセンター
の増築等によるカントリーエレベータへの再編整備事業も事業の対象となります。
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62 共同利用施設
被災した古いライスセンターの機
能高度化対策として、色彩選別機
を導入したいが可能か。

　老朽化した被災共同利用施設の復旧等対策の進め方については、課長通知（２３生産第
４８９９号、平成２３年１０月２６日付け通知）でお示ししているとおり、施設の本質的
な機能を果たす基幹的な設備の経過年数が、法定耐用年数（例：農業用設備の場合は７
年）の概ね２倍以上経過した施設を基本として、施設の被災や設備等の老朽化の程度等を
加味して、機能高度化対策を進めていただくようお願いしています。
　したがって、ライスセンターの場合には、基幹的な設備である乾燥設備の経過年数が１
１年以上（耐用年数：７年×概ね（0.8）×２倍）であり、施設の効率性を高める等の観点
から、必要な設備として色彩選別機（選別調製設備）をライスセンターの補修・修繕と合
わせて導入することは差し支えありません。

63 共同利用施設

共同利用していた低コスト耐候性
ハウスが地震で基礎等が壊れて復
旧工事を行うが、合わせて老朽化
したボイラーも再整備したいが、
機能高度化対策として行うことは
可能か。

　老朽化した被災共同利用施設の復旧等対策の進め方については、課長通知（２３生産第
４８９９号、平成２３年１０月２６日付け通知）でお示ししているとおり、施設の本質的
な機能を果たす基幹的な設備の経過年数が、法定耐用年数（例：農業用設備の場合は７
年）の概ね２倍以上経過した施設を基本として、施設の被災や設備等の老朽化の程度等を
加味して、機能高度化対策を進めていただくようお願いしています。
　したがって、低コスト耐候性ハウス（生産技術高度化施設）の場合には、基幹的な設備
であるボイラー（農業用設備の法定耐用年数：７年）の経過年数が１１年以上（耐用年
数：７年×概ね（0.8）×２倍）であり、施設の効率性を高める等の観点から必要であれ
ば、低コスト耐候性ハウスの補修・修繕と合わせて、老朽化したボイラーの再整備も可能
です。

64 共同利用施設

再度津波の被害を受けないよう
に、山間地を用地造成して共同利
用施設を移設整備したいが、当該
用地造成費も対象経費に盛り込ん
で構わないか。

　共同利用施設の整備に当たっては、これまでも強い農業づくり交付金等において施設用
地の必要最小限の盛り土等の経費を工事費として補助対象経費に含めて構わないこととし
ておりますが、被災地では津波等の被害により被災前と同じ場所に施設を建設することが
困難な場合もあることから、新たに確保した山間地等の建設用地に施設を整備するために
必要となる切り土や盛り土等の用地造成費（事業実施要領別記の第３の２の（１）のサ）
も補助対象経費としています。

65 共同利用施設

「省エネ型集合式モデル畜舎」と
はどのような仕様・構造の畜舎が
対象となるのか。また、太陽光パ
ネルや蓄電池を整備することはで
きるのか。

  省エネ型集合式モデル畜舎は、従来構造の畜舎に比べ電力等のエネルギー消費を低減す
る構造の畜舎であり、省エネルギーに資する取組の実践・普及を目的とし、農協等が複数
の農家に貸付を行うために、同一施設用地に畜舎を整備する取組が対象となります。
　具体的には、断熱材利用の他、効率的な換気方式の導入などを想定しており、再生可能
エネルギーの供給施設の整備については、対象としておりません。

66 共同利用施設

家畜飼養管理施設のうち省エネル
ギー型集合式モデル畜舎につい
て、省エネルギー型畜舎と一体的
に整備する設備及び家畜排せつ物
処理利用施設は対象となるのか。
また、酪農経営における省エネル
ギー型の畜舎を整備する場合、
個々の畜舎に附帯する搾乳施設は
対象となるか。

　省エネ型集合式モデル畜舎と一体的に整備する施設については、対象としております
が、家畜排せつ物処理施設については、共同処理することを要件として、東日本大震災農
業生産対策交付金において、事業対象とされているので、そちらで対応願います。
　なお、本メニューにおいて、畜舎に付帯する搾乳機械については、対象としているとこ
ろですが、搾乳施設については、対象としておりません。

67 共同利用施設

原発警戒区域から避難している被
災農業者が避難先で施設園芸を開
始する。共同利用施設の低コスト
耐候性ハウスを整備する場合に交
付金の対象となるか。また、移転
地で使う農業機械（リース）は対
象となるか。

　東日本交付金は、東日本大震災を起因とした農地や施設等の被害によって、被災農業者
の低下している営農活動を復旧することことを目的としていますので、営農活動の復旧に
直接つながる対策内容が交付金の対象となります。
　福島第１原発事故の警戒区域や計画的避難区域等では、農業生産基盤である農地に甚大
な被害（放射能汚染）が生じ、この復旧（除染）に相当の時間を要することが見込まれる
ため、被災農業者が当該農地が復旧するまで営農活動の復旧に取り組めないこととなって
しまいます。このため、被災農業者が代替地において営農活動を再開する場合には、必要
な低コスト耐候性ハウスの取得や農業機械等を支援とすることができることとします。
　なお、補助事業等により取得した財産は、耐用年数が経過するまでの間処分制限を受け
ることとなりますので、当該期間中は事業目的に従って適正に利用・管理するようにして
下さい。

68 共同利用施設
産地食肉センターにおける食肉保
管等施設の整備に対する支援と
は、どういうものか。

　共同利用施設のうち産地食肉センターについては、東日本大震災により被害を受けた施
設の復旧に加え、牛肉の放射性物質検査の実施体制の強化に伴い必要となる検査室及び牛
肉の冷蔵保管施設も支援対象となります。
　具体的には、放射性物質検査を行うために必要となる検査室の整備及び検査の実施に伴
い滞留（一時的な保管）が見込まれる牛枝肉等を保管するために必要な冷蔵冷凍施設の整
備について補助します。なお、検査機器は対象となりません。
　また、汚染稲わら等が給与され、かつ、出荷計画を作成して、全頭検査・全戸検査を実
施する都道府県が対象となります。

69 共同利用施設

老朽化した産地食肉センターの機
能高度化対策を実施する場合、基
幹的な設備は何にすれば良いの
か。

　過去に共同利用施設として導入した産地食肉センターについて、機能高度化対策を行う
場合、施設内の食料品製造業用設備を基幹的な設備に位置づけ、この法定耐用年数（１０
年）の概ね２倍以上（２倍×０．８）が経過した施設であれば、施設内の老朽化設備等を
模様替えするなどの機能高度化対策ができます。

70 共同利用施設

既存の産地食肉センターの敷地内
に、別棟で検査室を整備したい。
事業費が５千万円未満であるが費
用対効果分析は必要か。

　放射性物質の全頭検査を行うためには、食肉センターに不可欠な施設であるため、産地
食肉センターを構成する一部施設と位置づけ（新設ではなく、既存食肉センターの機能高
度化対策の一環として実施するもの）、５千万円未満であれば費用対効果分析は要しない
こととします。

71 共同利用施設

牛肉の放射性物質の検査体制を強
化するため、既存の産地食肉セン
ターの内部を模様替えして、新た
に検査室を整備するが事業の対象
となるか。また、老朽化施設でな
くとも構わないか。

　放射性物質の全頭検査を行うためには、食肉センターに不可欠な施設であるため、既存
施設の模様替えによる整備も構いません。また、老朽化していない施設であっても可能で
すが、既存の建屋や内部設備を改修することとなるため、事前に地方農政局長の承認を得
るとともに、その内容によっては過去に受けた補助金を返還する必要がある場合がありま
すので、県を通じてあらかじめご相談下さい。

72 共同利用施設

（実施要領別記第３の２の（６）
「高度環境制御栽培施設」）
「高度環境制御栽培施設の要件が
改正され、「～の場合にあって
は、農用地区域及び生産緑地地区
以外にも設置できる」とされた
が、「～」に記載されている事項
以外に要件は何かあるのか。

　記載されている事項以外に特に要件はありません。

73 共同利用施設

旧避難指示区域等では、避難指示
等が解除されても帰還しない農家
が多いため、生産施設の処理能力
が大きく不足しており、当該地域
内の農地全体の営農再開を進める
ことが難しい状況にある。このた
め、当該地域における帰還しない
農家等の農地を含めた営農再開に
必要な生産体制の再構築に資する
施設の整備を行う必要があるが、
当該施設の整備は本事業の対象と
なるか。

　事業を予定している施設が、当該地域における復興に資するものであって、かつ放射性
物質の影響による生産力の低下からの回復に資する場合であれば、当該施設の整備は本事
業の対象となります。
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74 土地基盤整備

地震により畦畔の崩壊や地割れ等
が発生して、被災田が散在してい
る。国の土地改良事業の対象とな
らないので、小規模土地基盤整備
でできないか。

　原則５戸以上（都道府県知事が特に必要と認める場合にあっては、３戸以上）の被災農
業者が集まり、原則１ｈａ以上５ｈａ未満の受益面積であれば可能です。

75 土地基盤整備

瓦礫等が水田の土層深くまで混入
している。農地復旧においてこう
した細かい礫までも徹底して除去
して欲しいが、営農用としても小
規模土地基盤整備での自力除去を
行いたいが、補助対象とできる
か。

　小規模土地基盤整備の土壌土層改良として実施可能です。直営施行する場合には、土壌
土層改良に必要となる資材や施工用機械のリース・レンタル料等が補助対象となります。
　また、別途、礫等を除去するセパレーター（農業機械）をリース方式によって導入する
ことも可能です。

76 土地基盤整備

　被災農地（野菜）の代替地とし
て、水稲収穫後の自前の水田にパ
イプハウスを設置して野菜を再開
したい。水田のため排水不良が考
えられるため、暗渠施工や外部か
らの土を搬入し盛土をしたいが、
補助対象となるか。

　施設の移設地における暗渠施工や盛土の整備については、小規模土地基盤整備事業とし
て実施できます。
　なお、ご質問の事例では、田畑転換になりますので、ご注意いただくとともに、適切な
対応をお願いします。
　また、野菜のパイプハウスの設置については、リース方式により導入することが可能で
す。

77 土地基盤整備

被災農業者がＪＡからリース方式
で園芸用ハウス導入する一方で、
ハウスを整備する水田の客土を小
規模土地基盤整備で行うことは可
能か。

　可能となります。

78 リース事業 リース事業の概要について。

  「リース方式による機械施設等の導入」は、機械等の導入方法をリース方式に限定して
おります。
　概要は以下のとおりです。
①事業参加者及び受益農家：原則５戸（知事特認３戸）
②リース対象機械施設：中古機械以外の農業機械と園芸施設
③リース契約の形態：リース事業者と機械等利用者との間の４年以上（耐用年数以内）の
リース契約。

79 リース方式

リース方式によって導入できる農
業機械施設は、津波で被災した農
業機械施設の現状復旧の場合のみ
か。

　東日本交付金では、対策の成果目標の基準を「（被災地・被災農業者の）営農活動等が
被災前に比べて概ね同程度以上に復旧すること」とし、対策の対象要件として「東日本大
震災に起因する施設、機械、生産資材、農地等への被害の復旧等に資する取組」等として
いることから、復旧や再取得の対象となる農業機械施設は、被災を受けたものが基本で
す。
　しかしながら、例えば小規模な農業機械施設を再度整備するよりも、低コスト耐候性ハ
ウス等を導入して、再投資が困難な高齢農業者等の作業受託を行ったり、担い手同士が協
力し合いながら施設を高度利用した方が生産性が高まり、産地競争力の強化に資すること
が期待されます。また、被災農業者の中には、当面、農地の復旧等の見通しが立たないた
め、新たに施設園芸等に取り組み、早期に営農再開したいという農業者もみられます。
　このように、必ずしも被災した農業機械施設をそのまま現状復旧することが適当でない
場合が存在しますので、地域の被災事情等を踏まえて、被災農業者の営農活動等の復旧や
産地競争力の維持・強化に資する柔軟な取組を誘導してください。
　また、農業機械施設に直接的な被害が無くとも、所有農地が被災したため土地利用型農
業から新たに労働集約的な施設園芸や畜産等を導入する取組や、市町村の復興計画に掲げ
られた新たな農産物や生産システムを導入する取組等に必要な農業機械施設も対象となり
ます。

80 リース方式
リース方式により導入できる農業
機械の種類に制限はあるのか。

　成果目標の達成に寄与する農業機械（中古品を除く。）であれば、特に制限はありませ
ん。ただし、過剰投資とならないように導入機械の能力を適正に見積もるとともに、投資
が困難な被災高齢農業者の作業受託等に取り組むことにより、導入機械が効率的に利用さ
れるように努めてください。

81 リース方式
リース方式による農業機械等の導
入は、整理合理化通知が適用され
るか。

　リース方式による農業機械の導入は、推進事業となるため、整理合理化通知は適用され
ません。

82 リース方式
軽トラックやフォークリフトを農
業機械として導入できるか。

　リース方式で導入できる農業機械の種類には特段の制限はありませんが、軽トラックや
フォークリフト（回転アーム、プッシュプル又はハイマスト付きを除く。）のように、農
業以外の用途にも利用可能な機械は農業機械として認められません。

83 リース方式

農業機械等は、被災前から共同利
用していたものと同等のものが対
象か。（機能向上するものは対象
外か。）

　導入する農業機械等については、必ずしも被災前と同等のものでなければ認められない
わけではありません。性能や機能が上回るものであっても構いません。ただし、過剰投資
とならないように導入機械の能力を適正に見積もるとともに、投資が困難な被災高齢農業
者の作業受託等に取り組むことにより、導入機械が効率的に利用されるように努めてくだ
さい。

84 リース方式

リース方式による農業機械の導入
に取り組みたいが、どのような場
合に知事特認として３戸以上要件
に緩和できるのか。

　今般の東日本大震災では、津波によって地域の農業者が多数亡くなられたり、甚大な被
害によって投資が困難な農業者が多く５戸さえも募れないなど、営農活動の復旧に向けた
様々な困難な事情が見受けられますので、県において地域の事情をよくお聞きして、直ち
に５戸を集めることが困難な場合には、要件緩和に柔軟に応じていただいて構いません。

85 リース方式

農業機械は被災していないが、共
同利用していたライスセンターが
被災したので、この復旧と合わせ
て、古い農業機械もリースで導入
したいが可能か。

　東日本交付金は、東日本大震災を起因とした農地や施設等の被害によって、被災農業者
の低下している営農活動を復旧することを目的としていますので、営農活動の復旧に直接
つながる対策内容が交付金の対象となります。
　このため、ライスセンターの復旧等対策を講ずれば、被災前に比べて概ね同程度以上に
営農活動が復旧すると見込まれるため、合わせて農業機械までも支援の対象とすることは
できません。

86 リース方式

農業機械等について、被災前は個
人で使用していたが、今回共同利
用することで導入する場合は、対
象となるか。

　被災前の利用状況については特段の要件を課していませんので、新たに原則５戸以上等
の要件を満たすのであれば対象となります。

87 リース方式
リース方式による農業機械の導入
に係る事業実施主体の役割は何
か。

　事業実施主体は、リース方式による農業機械の導入を希望する農業者を原則５戸以上と
りまとめ、被災地における営農活動の復旧に向けた作業受委託の斡旋等を行うとともに、
当該農業機械が利用者によって適正に保守・管理されるように巡回点検・指導の実施や、
リース料の支払い状況の管理・指導等を行っていただく必要があります。

88 リース方式
事業参加者（利用者）がリース契
約を途中解約した場合は補助金を
返還するのか。

　リース契約期間中に事業参加者（利用者）がリース料を滞納する等により、リース契約
の維持が困難になった場合には、事業実施主体は別の事業参加者（利用者）を見つけ、事
業が適正に継続されるように努める必要があります。やむを得ず事業の継続が困難となっ
た場合には、一部補助金の返還が必要となる場合もあります。

89 リース方式
事業実施主体が農業生産法人の場
合、その構成員が機械施設の利用
者になれるか。

　リース事業は、事業実施主体が、農業機械等の利用者（農家）を原則５戸以上とりまと
め、利用者（農家）とリース事業者とのリース契約により農業機械施設を導入する取組に
対して、当該導入機械の１／２相当額を補助する仕組みですので、農業生産法人等が事業
実施主体となった場合には、当該法人の構成員が利用者となる場合も想定されています。
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90 リース方式

リース方式で農業機械を導入した
いが、事業参加者がそれぞれ異な
る機械を導入することは可能か。
また、それぞれリース会社が異
なっても良いか。

　事業参加者がそれぞれ異なる農業機械を導入することは可能ですが、事業実施主体が導
入機械の管理運営規定（別添）等を定め、事業参加者（利用者）に対してリース期間中の
当該農業機械の保守・管理等を適正に行わせる必要があります。また、リース会社につい
ては、導入する農業機械が異なればリース会社も異なる場合が想定しえますが、リース期
間中の契約関係の維持等について当該事業参加者と事業実施主体が責任を持って当たって
いただく必要があります。

91 リース方式
リース会社の選定は、どのように
行えば良いのか。事業実施主体の
意向で決めて構わないのか。

　リース方式により導入する機械施設を納入する事業者を、原則として一般競争入札によ
り選定することとしており、リース事業者については、当該機械施設の利用者がリース契
約の条件等を考慮してお決めいただくこととなります。
　したがって、どのリース会社とリース契約を締結するかは、当該機械施設の利用者のご
意向を十分踏まえてお決め下さい。

92 リース方式

来季に備えて農業機械施設を準備
する必要があるが、導入可能か。
また、可能な場合は成果目標の目
標年度はどうなるのか。

　リース方式による農業機械の導入等の推進事業は、成果目標年度が原則として事業実施
年度としているため、当該年産の作物の生産等に必要な農業機械施設を導入し、営農活動
等が被災前に比べて概ね同程度以上に復旧するように取り組んでいただくことが基本で
す。
　ただし、２６年度の作付け等に向けて２５年度内に準備しておくべき農業機械や生産資
機材の導入は事業の対象として差し支えありません。また、この場合の成果目標の取扱い
については、このような営農準備も営農活動の一環であることから、２５年度内に営農活
動等が被災前に比べて概ね同程度以上に復旧したものと見なすこととします。

93 リース方式

「本事業による導入以前に利用さ
れた実績のある機械」は対象外で
あるという規定は、何を想定して
いる要件でしょうか。

　中古品のことです。

94 リース方式

事業実施主体が、借受証の写し等
でリース契約の履行を確認後、機
械施設利用者に支払う「リース助
成金」は、リース物件価格の1/2
以内で、単年度での支払いとな
る。機械施設利用者は、その助成
金を活用して、複数年に渡って
リース料をリース業者に支払うと
いうことでよいか。

　差し支えありませんが、機械施設利用者に助成金が滞留しない方法をとることが望まし
いと考えます。

95 リース方式

リース事業のリース形態について
は、ファイナンシャルリース、オ
ペレーショナルリースの制限はあ
るか。

　リース形態の制限はありません。

96 リース方式

（実施要領別記第２の１の（４）
のイのただし書き）
　「地域の実情に即し必要がある
と知事が認める園芸用施設につい
ては対象とする」とあるが、ここ
でいう「該当しないもの」とは、
耐風雪の基準等、施設の構造が該
当しないということか。
　それともスプラウト類における
新技術の導入や書面契約等で販売
先が確保できること、などの事業
要件の事か。

　事業実施要領の第２の１の（４）のイの（ア）周年栽培高温抑制型温室及び（イ）高度
環境制御栽培施設の説明に当てはまらない園芸用施設全てを指します。

97 鳥獣施設
当該交付金では、鳥獣被害防止施
設の整備に当たって、資材費相当
分の定額助成を受けられるのか。

　鳥獣被害防止施設を農家・地域住民等参加型の自力施工を行う場合は、資材費相当分の
定額助成を受けることができます。

98 生産資材

どのような生産資機材が対象にな
るのか。また、知事認定により実
施できる生産資機材の導入とはど
のようなものか。

　基本的に、事業実施要領別記の第２の３のアからキに掲げるとおり、津波によって流出
した生産資機材や、被災した育苗施設の応急的補修等に必要な生産資機材等が対象となり
ます。
　ただし、知事認定の事例として、①市町村が復興計画に掲げた新たな農産物や新たな生
産システムの導入実証、②被災者が代替地で営農活動を再開する取組、③被災者が新たな
品目に転換して営農を再開する取組など、東日本大震災を起因として従前の営農活動から
新たな営農に変更せざるを得ない事情が生じ、こうした営農活動の転換に必要となる掛か
り増し経費については初度的な部分に限り、知事が対象とすることができます。また、津
波被害等によって用水確保が困難となり、やむを得ず水道水を使用せざるを得ない場合に
当該水道代も事業対象経費に加えることも可能としたところです。

99 生産資材
井戸の試し堀り等が認められた
が、具体的にどのような取組が助
成対処となるのか。

　井戸の掘削については、どの程度の深さまで掘れば地下水が出るかの確実性に問題があ
り、あらかじめ補助金額を確定できないため、通常、補助金による整備が適当でない場合
があります。
　このため、津波等の被災地においては、地下水が塩水化して、どの程度の深さまで掘削
すれば井戸水が使えるようになるかについて、あらかじめボーリング等の調査を行う経費
を支援することとしました。

100 生産資材

園芸生産資材等として、既存の用
水の利用が困難となった地域にお
いて水道水の利用経費を対象に加
えることができるようになった
が、地震による影響で井戸が使用
不能となった場合も含めて構わな
いか。

　基本的には津波によって、当面、農業用水の確保や地下水が塩水化して井戸の利用が困
難な場合を想定していますが、地震による影響として同様に困難な場合があれば、５戸以
上（知事特認３戸）のまとまった取組として支援することは差し支えありません。

101 生産資材
生産資機材とはどのようなものが
対象となるのか。

　資材とは、肥料、農薬、被覆資材等です。機材とは、播種・土入れ装置等の簡易な機械
類を指します。
  飼料種子・生産資材関係については、土壌改良資材、肥料、除草剤及び牧草種子を対象
とします。

102 生産資材
育苗箱や持ち運びが可能な簡易な
機械も生産資機材の対象となるの
か。

　機材とは、例えば野菜でいえば、野菜洗浄機や野菜結束機などの簡易な機械を想定して
おります。また、持ち運びが可能な簡易な機械も対象となります。
　育苗箱、据付型の簡易土入れ器、ビニールハウスの補修のためのビニール資材やパイ
プ、肥料、農薬等生産に必要となる資機材の調達を補助対象としています。

103 生産資材

２６年度の速やかな営農再開に向
け、必要な生産資機材は２５年度
内に購入しておく必要がある。交
付金の対象として良いか。

　２６年度の作付け等に向けて２５年度内に準備しておくべき生産資機材については、事
業の対象として差し支えありません。

104 生産資材

被災した施設が強い農業づくり交
付金の補助対象ではない温室ハウ
スであるが、その補修に必要なビ
ニール等の資機材は対象となるの
か。

　整備事業による補修・修繕の対象施設は、事業実施要領に記載された低コスト耐候性ハ
ウス等の生産技術高度化施設 等に限られますが、ビニールハウスや温室等の補修するため
に購入するビニール等の資機材については、推進事業の「生産資材の導入」で対象となり
ます。
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105 生産資材

生産資機材の導入とリース方式に
よる農業機械施設の導入におい
て、対象となる機材（定置型の農
業機械）に一部重複が生じるが、
どちらで申請しても構わないか。

「生産資機材の導入」において導入できる機材（計量・計測機器や野菜結束機等）につい
ては、リース方式によって整備する定置型の農業機械（乾燥機や選別調製機、園芸用ボイ
ラー）よりも簡易な機材（移動が可能なもの）を想定していますが、リース方式によって
導入することが適当であれば、「農業機械施設の導入」として申請していただいても構い
ません。

106 生産資材

（推進事業３の（２）のアの
(ア)）
「東日本大震災からの復旧等を国
の助成により実施中又は既に終了
しているものは、本対策の交付対
象外とする」とあるが、事業実施
主体が平成23年度の交付金で施設
を整備、修繕した場合、24年度に
生産資材を申請することは可能
か。
（23年度中に生産再開していない
前提です）

　可能です。（No．25の回答を参照して下さい。）

107
放射性物質の吸
収抑制対策（共

通）

本年産は農作物の作付を行わない
農地について、放射性物質の吸収
抑制対策としてカリ肥料等を散布
した場合は、本事業の対象となる
か。

　放射性物質の吸収抑制対策は、生産される農作物中に含まれる放射性セシウムの低減を
目的としていることから、基本的に、当該年度において吸収抑制対策の対象となる農作物
の作付けが行われることが必要です。

108
放射性物質の吸
収抑制対策（共

通）

成果目標については、原則とし
て、事業実施年度の翌年度とする
となっているが、吸収抑制対策を
実施した翌年度にその効果を検証
するということは可能か。

　事業実施年度の翌年度を目標としていることから、事業実施年度の翌年度に事業効果の
検証を行うことも可能です。

109
放射性物質の吸
収抑制対策（共

通）

環境省の事業等で除染等放射性物
質対策をすでに別の事業で取り組
んだ場合、本事業を取り組むこと
は可能か。

　環境省の事業等により除染等を行った場合であっても、本事業に取り組むことによって
農作物への吸収抑制効果が期待される場合であれば、取り組むことができます。

110
放射性物質の吸
収抑制対策（共

通）

事業実施主体が、東日本大震災か
らの復旧等を国の助成により実施
中、又は既に終了しているものは
本交付金の対象外とするとある
が、同一事業実施主体でも受益地
区が異なれば、対象となるか。

　受益地区が異なる場合は対象となります。
　なお、放射性物質の吸収抑制対策のうち、吸収抑制資材の施用については、前年度に本
対策を実施した地区でも、土壌中の交換性カリ濃度が十分上昇しない等の恐れがある場合
は、事業の対象とすることが可能です。

111
放射性物質の吸
収抑制対策（共

通）

放射線量が1時間当たり0.23マイ
クロシーベルト以上の地域は、本
事業の対象とならないのか。

　放射線量が１時間当たり0.23マイクロシーベルト以上の地域は、平成二十三年三月十一
日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物
質による環境への汚染への対処に関する特別措置法（以下「特措法」という。）に基づく
除染実施計画の対象となる区域となることから、まず、農地を含めた地域全体での除染を
検討して下さい。
　ただし、除染実施計画の対象となる区域に指定されている場合であっても、以下の場合
は、吸収抑制対策の対象地域になります。
①除染実施計画に基づいた除染等を実施した場合
　除染後の農用地を対象として吸収抑制対策の実施を要望する場合は、除染後の状態で改
めて吸収抑制対策の必要性の検討を行って下さい。
②市町村が除染を行う必要がないと判断した場合
　作業者の安全確保等放射線量の低減対策を行わないことにより生じる問題等も考慮した
上で、何らかの事情により除染を行う必要がないと市町村が判断した場合には、理由等を
整理していただいた上で吸収抑制対策を実施することも可能です。
③除染実施計画に位置づけられたが、当面の間除染を行うことが困難な場合
　当面の間除染を行うことができない理由について、市町村が整理して下さい。
④国が提示した方針等に基づいて対策を行う場合
　「米の作付等に関する方針」に定められた全量生産出荷管理地域及び全戸生産出荷管理
地域については、吸収抑制対策の対象地域です。

112
放射性物質の吸
収抑制対策（共

通）

食品衛生法等で定める基準値
（1kg当たり、食品・牧草100ベク
レル、牛乳50ベクレル）を超える
恐れがあると都道府県知事が認め
る場合の判断基準は何か。

　対象作物が食品衛生法上の基準値を超える恐れがあるかどうかについては、土壌や地形
等の様々な条件等を勘案して判断する必要がありますが、例えば、
①原子力災害対策本部から公表された「食品中の放射性物質に関する検査計画、出荷制限
等の品目・区域の設定・解除の考え方」に基づき、事業対象品目を３検体以上検査する市
町村
②土壌中の放射性セシウム濃度が高く、事業を実施する年産において基準値を超える放射
性セシウムを含む農産物が生産される恐れがあると県知事が認めた地域
ということであれば、対象とすることができます。

113
放射性物質の吸
収抑制対策（共

通）

次期作において、基準値を超過し
ないと見込まれる水田を特定する
ことは困難ではないか。

　基準値を超過しないことが見込まれる水田とは、除染や吸収抑制対策が適切に行われる
水田のことを意味します。

114
放射性物質の吸
収抑制対策（共

通）

何らかの理由で基準値超の農産物
が生産された場合、補助金返還の
対象となるのか。

　仮に、何らかの原因により基準値超の農産物が生産された場合であっても、事業が適切
に実施されていれば、交付された補助金の返還を求めることはありません。

115
放射性物質の吸
収抑制対策（共

通）

前年産等で基準値超が検出された
作物と違う作物を事業の対象とし
てもよいか（例えば、大豆で
100Bq/kgが検出された地域で行う
水稲、水稲で100Bq/kgが検出され
た地域で行う野菜等）。

　基準値を超えるおそれがあるかどうかについては、様々な条件等を勘案して判断する必
要がありますが、例えば、品目ごとの吸収係数等科学的な根拠に基づき説明が可能である
と県知事が認めたということであれば、対象とすることができます。
　なお、この場合、吸収抑制対策をカリ肥料の施用で行うのであれば、東京電力の賠償の
対象となる場合がありますので、そちらの活用も検討してください。

116
放射性物質の吸
収抑制対策（共

通）

地域の一部から、食品衛生法等で
定める基準値（1kg当たり、食
品・牧草100ベクレル、牛乳50ベ
クレル）を超過した農作物が検出
された場合、地域全体を対象とす
ることは可能か。

　基準値を超過した農作物の検出が認められたのが一部の地域であった場合、基本的には
当該地域のみが対象となりますが、地域としては、同一品目で、同じような栽培形態、土
壌条件、肥培条件で営農を行う一定の広がりのものを対象とすることが可能です。

117
放射性物質の吸
収抑制対策（共

通）

原子力発電所事故に関する政府が
行う方針又は指示に基づき、吸収
抑制対策として特別な対応が必要
とされる地域とは具体的にどの地
域を指すのか。

　現時点では、「米の作付等に関する方針」における全量生産出荷管理地域及び全戸生産
出荷管理地域では、作付を行うために必要な取組として、作付前の吸収抑制対策等の実施
を行うことが位置付けられているところであり、当該地域が特別な対応が必要とされる地
域に該当します。
　今後、新たに政府の方針又は指示が示された場合には、新たな地域が追加されることが
あり得ます。
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118
放射性物質の吸
収抑制対策（共

通）

ア～オの取組について、組み合わ
せて行うことでより効果が高まる
と考えられるので、複数のメ
ニューについて、同じ地域で同時
に取り組むことは可能か。

　取組のオ（放射性物質等分析）以外の取組については、同一地区で重複して複数メ
ニューを実施することは想定しておりません。取組内容が過大とならないようにするた
め、最も必要になると考えられる対策を選定し、実施するようにお願いします。

119
放射性物質の吸
収抑制対策（共

通）

農業者自らが所有する農地につい
て、当該農業者が吸収抑制対策に
取り組む場合、作業した農業者の
労働時間分は対象となるのか。

　農業者が自力施工した労賃相当額等は補助対象とできませんが、農協等が事業実施主体
となり、農業者に作業委託を行うという形をとる場合は、機械オペレーター代、必要な機
械のリース代等であれば、補助対象とすることができます。ただし、単価の設定方法や作
業実施の確認方法等金額を確認するために必要な事項を予め取り決めた上で、額の確認に
必要な証拠書類を整備する必要があります。
　なお、「加里質肥料等吸収抑制資材の施用」に取り組む場合は、施用経費が補助対象と
なっていませんので、留意が必要です。

120
放射性物質の吸
収抑制対策（共

通）

県の試験場を対象とすることは可
能か。

　本事業の事業実施主体は、受益農家及び事業参加者が３戸以上必要であることから、県
の試験場が事業を実施することはできません。

121
放射性物質の吸
収抑制対策（共

通）

事業実施主体は食品事業者を除く
とあるが、どのような理由による
のか。

　食品事業者が農産物の吸収抑制対策を実施することは関連性がないと考えられるためで
す。なお、食品事業者単独では対象となりませんが、食品事業者を含めた農業者のグルー
プにおいて、農業者が主体となるような組織であれば対象となります。

122
放射性物質の吸
収抑制対策（共

通）
取組の下限面積はあるか。 　下限面積は設定しておりません。

123
放射性物質の吸
収抑制対策（共

通）

東京電力から、予定している吸収
抑制対策が賠償対象である旨の回
答があった場合、本事業の対象に
ならないということか。

　予定している吸収抑制対策が賠償の対象であると確認がとれた場合、吸収抑制対策に係
る経費について、東京電力に対して賠償請求することを優先して検討してください。ただ
し、賠償の対象となるが、諸事情により賠償請求することが困難である場合は、賠償請求
することが困難な理由を整理した上で、本事業を活用することは可能です。

124
放射性物質の吸
収抑制対策（共

通）

採択要件の(カ)における「不検
出」とは、ゲルマニウム半導体検
出器とＮａＩシンチレーション検
出器では検出下限に違いがある
が、勘案されるのか。

　ゲルマニウム半導体検出器とＮａＩシンチレーション検出器では、検出下限に違いがあ
りますが、モニタリング検査等においては、産地によって検査に使用した分析機器がゲル
マニウム半導体検出器とＮａＩシンチレーション検出器のいずれも使用されており、これ
から分析機器を統一して検査し、一定の基準値を設定することは現実的ではないと考えら
れます。このため、分析機器による検出下限の違いは勘案しないこととします。

125
放射性物質の吸
収抑制対策（共

通）
事業効果を検証する理由いかん。

　前年度において農産物中の放射性セシウムが不検出となった地域においても事業が継続
して行われる場合がありますが、そのような地域では、本事業の実施が有効か否かを判断
しつつ事業を推進する必要があるためです。

126
放射性物質の吸
収抑制対策（共

通）

吸収抑制対策を実施しないほ場を
市町村ごとに３箇所以上設置する
理由いかん。

　食品中の放射性物質に関する「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え
方」における50Bq/kgを超える放射性セシウムが検出された地域の例により、調査ほ場を３
箇所以上設置し、検体を３検体以上確保するためです。

127
放射性物質の吸
収抑制対策（共

通）

事業実施年度及びその前年度が不
検出であった場合、翌年産の事業
対象から除外する理由いかん。

　吸収抑制対策の事業効果が見られず、事業を継続実施する意義がないと考えられるため
です。

128
放射性物質の吸
収抑制対策（共

通）

「除染特別地域又は汚染状況重点
調査地域については、放射線量が
0.23マイクロシーベルト未満であ
ること」とされているが、そもそ
も同地域は放射線量が0.23マイク
ロシーベルト以上の地域を含む市
町村等を指定したものであり、該
当市町村では対象地域が極端に少
なくなり適当でない。

　除染特別地域又は汚染重点調査地域のうち、放射線量が1時間当たり0.23マイクロシーベ
ルト以上の地域は、まず除染を行い、放射性物質の濃度を低減することが望ましい地域で
あると考えています。

129
放射性物質の吸
収抑制対策（共

通）

除染事業では、反転耕等のあとに
土壌生産力を回復するために必要
な量だけの肥料や土壌改良資材を
施用することが認められている
が、放射性物質の吸収を抑制する
だけの十分な量を施用することは
認められていないため、肥料や土
壌改良資材を２度散布するような
非合理的な作業を強いられる恐れ
がある。
　除染と放射性物質吸収抑制対策
を一体に進められるようにしてほ
しい。

　除染事業と吸収抑制対策は、予算上の項目が異なることから一体的に進めることはでき
ませんので、御留意願います。
　なお、環境省が所管する除染事業の実施地区は、吸収抑制対策を開始した年産とその翌
年産について、東京電力の賠償により放射性物質の吸収抑制対策としてのカリ肥料の施用
が実施可能ですので、そちらをご活用ください。

130
放射性物質の吸
収抑制対策（共

通）

100ベクレルを基準とせず、放射
性物質不検出を目指す取組を対象
とすべきである。

　食品衛生法等で定める基準値を超えないものについては、食品や飼料としての安全性に
問題はありませんが、安全な農産物を安定的に生産するため、食品衛生法等で定める基準
値を超える恐れのある地域についても本事業の対象としているところです。

131
放射性物質の吸
収抑制対策（共

通）

種子・種苗費について、「牧草を
対象とした場合に限る」とされて
いるが、原子力災害により作目転
換した作物全てを対象とすべきで
ある。

　牧草地については、今回の原子力発電所事故がなければ継続して牧草の利用が可能で
あったことから、種子・種苗費を補助対象としているものです。
　一方で、水稲や畑作物の種子・種苗費については、原子力発電所事故がなかった場合で
あっても発生する経費であることから、補助対象とはしておりません。

132
放射性物質の吸
収抑制対策（共

通）

「除染特別地域または汚染重点調
査地域では原則0.23μSV/h未満の
農地であること」と「生産物が基
準値を超えた若しくは超える恐れ
がある地域」はかつ要件か。

　両方の要件に合致する場合に限り、事業の対象となります。

133
放射性物質の吸
収抑制対策（共

通）

備品費（ただし、レンタル・リー
スによって調達することが難しい
場合に限る。）とあるが、レンタ
ル・リースが難しい場合とはどの
ようなケースか。

　受注生産品等レンタル・リースを行っていない場合等が想定されます。
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134
放射性物質の吸
収抑制対策（共

通）

反転耕・深耕の10ａ当たりの単価
4万4千円は低すぎる。どのような
算定でこの単価を設定したのか。

　反転耕・深耕の作業に係る機械レンタル代、機械オペレーター代、燃料代、地力回復に
必要な資材費等を算定しています。

135
放射性物質の吸
収抑制対策（共

通）

「除染特別地域又は汚染状況重点
調査地域については、放射線量が
１時間当たり0.23マイクロシーベ
ルト未満であることとする。ただ
し、既に放射性物質汚染対処特措
法等に基づいた除染を行った地域
又は市町村が除染を行う必要がな
いと判断した地域等はこの限りで
はない。」は、次の理解でよい
か。

①重点調査地域で除染を行った地
域は線量にかかわらず果樹の改植
が可能。
②重点調査地域以外の市町村およ
び重点調査地域で市町村が除染を
行う必要がないと判断した地域
は、線量にかかわらず果樹の除染
が可能。

①除染を行った後に、改めて果樹の改植が必要かどうかを判断した上で、改植による放射
性物質の吸収抑制の効果が見込まれる場合に限り、改植を行うことができます。

②「除染」は補助対象としておりません。
　吸収抑制対策としての果樹の改植を実施する場合は、生産される果実が基準値を超過す
る又は超過する恐れがある場合等の要件を満たした場合でなければ対象となりません。
　また、市町村が除染を行う必要がないと判断した場合においては、除染を行わないが吸
収抑制対策を行うと判断した理由を整理する必要があります。

136
放射性物質の吸
収抑制対策（共

通）

「生産される農産物が、放射性セ
シウムの基準値１キログラム当た
り100ベクレルを超えた若しくは
超える恐れがあると都道府県知事
が認めるもの（加工によって１キ
ログラム当たり100ベクレルを超
過する恐れのあるものも含
む。）」とあるが、次の点につい
てはどのような見解か。

①100ベクレルは、いつの時点で
の測定で、その範囲は、市町村単
位ということでよいか。自主分析
の結果も加味されるのか。
②加工品については、あんぽ柿の
ようなメジャーなものから、リン
ゴチップ等の乾燥果実に加工され
る場合があるが、これらも含めて
の基準との考えでよいか。

①農産物から検出される放射性物質の濃度は、できるだけ、直近の測定値を使用して下さ
い。また、その対象範囲については、同一品目で、同じような栽培形態、土壌条件、肥培
条件で営農を行う一定の広がりのものを想定しています。
　なお、科学的に適切な方法で分析されたものであれば、自主分析の結果を加味すること
は可能です。
②事業の対象となる果樹の主たる用途が加工品である場合には、当該加工品が食品衛生法
上の基準値を超過する恐れがあるかどうかの検討をお願いします。

137
放射性物質の吸
収抑制対策（加
里等施用対策）

放射性物質の吸収抑制対策とし
て、加里質肥料を施用する場合、
牧草地は対象となるのか。

　本事業においては他作目と同様に牧草地においても加里質肥料の施用を行うことは可能
です。ただし、被災前と同様に牧草を家畜へ供給し、安全な畜産物が出荷・販売等が持続
的に行われるようにするため、加里質肥料の施用方法は、県の試験研究機関等の公的機関
等で示された公表データを活用する必要があります。なお、通常の施肥基準では不足する
加里質肥料の追加分が支援の対象となります。また、このような取組が東京電力（株）の
損害賠償の対象になっている場合は、東京電力（株）への求償を優先して検討して下さ
い。

138
放射性物質の吸
収抑制対策（加
里等施用対策）

放射性物質の吸収抑制対策におけ
る、資材の種類や施用量について
は、県が判断することとなるの
か。
吸収抑制に係るデータ等があまり
ないため、基準等を示してもらえ
ないか。

　カリ肥料以外のその他の放射性物質の移行を低減する効果が見込まれる資材について
は、事業実施主体が提出する事業実施計画書に添付される科学的根拠に基づき効果がある
ことが判断できる資料等を確認の上で県が判断することとなります。
　吸収抑制に係るデータとして、水稲については、「放射性セシウム濃度の高い米が発生
する要因とその対策について（農林水産省、福島県、農研機構、農環研）」を踏まえ、土
壌中の交換性カリ含量が、県の土壌診断基準等に定める適正値よりも大幅に少ない場合
は、地域の標準的な施肥量に追加してカリ肥料を施用して下さい。大豆については、「放
射性セシウム濃度が高い大豆が発生する要因とその対策について（農林水産省、農研機
構、農環研）」、そばについては、「放射性セシウム濃度の高いそばが発生する要因とそ
の対策について（農林水産省、農研機構、農環研）」を公表しています。また、県の試験
研究機関等の公的機関等で示された公表データを活用することも可能です。

139
放射性物質の吸
収抑制対策（加
里等施用対策）

県の試験研究機関が実証し、放射
性物質に対する吸収抑制効果があ
るとされた資材を活用することは
可能か。また、その場合はどのよ
うな手続きが必要となるか。

　県の公的試験研究機関等が実証した結果、放射性物質の吸収抑制効果があるとされた資
材については、県の公的研究機関等より対外的に公表されており、科学的根拠に基づき効
果があるということが判断できる資料を添付することで、当該資材を活用できるものとし
ます。

140
放射性物質の吸
収抑制対策（加
里等施用対策）

放射性物質の吸収を抑制する資材
の導入について、通常の栽培用に
既に実施主体が購入しているカリ
肥料（事業を実施する前年度の3
月までに購入）を施用する場合
は、対象とならないか。

　本事業では、事業実施年度内に購入したカリ肥料が支援対象となります。また、通常の
栽培用では不足するカリ肥料の追加分が支援対象となります。これらのことから、お問い
合わせのカリ肥料は補助対象に該当しません。

141
放射性物質の吸
収抑制対策（加
里等施用対策）

農協が事業実施主体となって放射
性物質の吸収抑制対策に取り組む
場合、資材を同じ農協の資材販売
部を通じて販売することは可能
か。

　ＪＡが事業実施主体となる場合、事業の適正な執行の観点から、資材の調達先となり得
るＪＡの資材部門とは独立して事業執行の判断を行う体制が確保されていることが必要で
す。
　また、資材の調達先や価格の決定は競争入札や見積もりあわせ等の方法で、透明性を確
保しつつ、受益農家に有利な選択を行う必要があります。
　こうした公正な手続を行うことを前提に、ＪＡの資材部門を調達先の候補とすることは
可能です。
   なお、この場合、資材部門から調達した資材については、事業実施主体であるＪＡから
受益者（事業参加者）である生産者に対し、「販売」ではなく、「配布」する形になるこ
とにご留意下さい。（生産者個々の判断で各々に購入する場合は、共同の取組には該当し
ません。）

142
放射性物質の吸
収抑制対策（加
里等施用対策）

農協が事業実施主体となって放射
性物質の吸収抑制対策に取り組む
場合、生産者が個々に販売店から
購入した購入伝票をもとに、国か
らの交付金を後払いする方法（国
→ＪＡ→生産者）も可能か。

　補助事業は、事業目的の効果的な発現がなされるよう、関係機関が一体となった推進体
制の下、事業実施主体において検討・策定した取組計画にもとづき、計画的・効率的に実
施する必要があります。
　このため、生産者が個々の判断で各々に資材販売店（ＪＡ資材部門も含む）から購入し
た資材は、上記のような共同の取組には該当しないため、補助対象に該当しません。
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143
放射性物質の吸
収抑制対策（加
里等施用対策）

加里質肥料の追加施用について、
原則単肥が対象ということだが、
りん酸等肥料成分やその他成分が
微量でも配合されていたら資材の
支援対象とはならないのか。

１　単肥としてのカリウム肥料だけでは不足が予想される場合や基肥として側条施肥する
場合など特別な事情がある場合は、カリ高肥料等カリウム以外の肥料成分等を含む資材も
対象にすることが可能です。

２　ただし、補助の対象は吸収抑制資材として通常施肥に追加して施用される分のみであ
ることから、吸収抑制資材としてカリ高肥料等を使用する場合は、吸収抑制効果が認めら
れるカリ成分について、カリ高肥料等の調達経費から通常肥料として使用される分の調達
経費を除いた額が補助対象となります。

144
放射性物質の吸
収抑制対策（加
里等施用対策）

　有機栽培の認証対象となる加里
単肥が流通していない場合、有機
栽培で認証される草木灰肥料等を
事業対象としてよいか。
　また、有機JAS認定を取得しな
い農業者が有機栽培を行う際も同
様に事業対象となるか。

１．一般的に使用される塩化カリは有機栽培で使用できませんが、
　①　海水からの製塩行程で生じるにがりを乾燥させたカリ肥料（水溶性カリ成分割合40
～60％）
　②　廃糖蜜を原料とした副産カリ肥料（水溶性カリ成分割合29～33％）
　③　パームアッシュ（パームやしを焼いた灰）（水溶性カリ成分割合25％程度）
は有機栽培で使用することが可能であるとともに、流通していることを確認しています。
実際に使用される際は使用予定のカリ肥料について、有機ＪＡＳ認定機関にあらかじめ確
認して下さい。
　なお、副産カリ肥料やパームアッシュは、吸収抑制対策に効果の高い水溶性カリ成分割
合が一般的に使用される塩化カリより低いため、使用に当たっては水溶性カリ成分量から
適切な施用量を算出するよう留意願います。
　また、一般の草木灰や廃糖蜜を濃縮し液肥にした資材は、含まれる水溶性カリ成分の割
合がさらに低いものが多いため、費用対効果の面を含めて資材の選定を再検討いただくよ
うお願いします。

２．有機JAS認定を取得しない農業者であっても、有機農業により生産される農産物の生産
又は販売が確認できる場合にあっては、有機JAS認定農業者と同様に有機栽培の認証対象と
なるカリ肥料を事業対象とすることが可能です。

145
放射性物質の吸
収抑制対策（加
里等施用対策）

吸収抑制資材の配送料は補助対象
としてよいか。

　事業実施主体と販売業者の契約により、販売業者が事業実施主体の指示する納品場所へ
配送する場合は配送料も資材費に含まれます（各農家の庭先を納品場所とした場合も含ま
れます。）。なお、事業実施主体が納品後の資材を農家の庭先等へ配送する経費は補助対
象となりません。

146
放射性物質の吸
収抑制対策（加
里等施用対策）

対象とするほ場において予め行う
土壌診断について、どれくらいの
規模での確認が必要か。事故前に
広域単位で行った土壌診断結果等
の活用ができるか。

　土壌診断や堆肥の施用、稲わらのすき込み等これまでの営農上の取組の実績等から、対
象とするほ場において交換性カリウム濃度が不足しているかどうかを判断して下さい。適
用範囲としては、同一品目で、同じような栽培形態、土壌条件、肥培条件で営農を行う一
定の広がりを想定しています。

147
放射性物質の吸
収抑制対策（加
里等施用対策）

カリ肥料を散布する場合において
は、予め土壌診断等を行い、対象
ほ場の土壌中の交換性カリウム濃
度を測定することが必要となって
いるが、この土壌診断は補助対象
となるのか。

　吸収抑制対策としてのカリウムの施肥量を算出するために行う土壌診断については、そ
もそも事業を実施する必要があるかどうかを判断するための取組であることから、補助対
象とはなりません。

148
放射性物質の吸
収抑制対策（加
里等施用対策）

米の全量生産出荷管理区域や前年
産に100Bq/kgを超えた地域におけ
るカリ肥料の施用に係る経費につ
いては、本交付金の対象となる
か。

　「水田及び普通畑における放射性セシウムの吸収抑制対策に係る賠償の基本的な考え方
の整理について」（平成24年8月24日施行、平成25年3月26日一部改正、農林水産省生産局
農業環境対策課長通知）において、「米の作付再開準備区域及び全量生産出荷管理区域」
及び「前年産において100Bq/kgを超える放射性セシウムを含む農産物を算出した区域」に
おける吸収抑制対策に係るカリ肥料の調達経費や施用経費については、東京電力の賠償の
対象となることと整理されたことから、当該地域におけるカリ肥料の施用に係る経費につ
いては、東京電力による賠償で対応することを優先してください。
　このため、本交付金におけるカリ肥料等吸収抑制資材の施用については、上記地域以外
の地域であり、かつ、生産される農産物に含まれる放射性セシウムが基準値を超えるおそ
れがあると県知事が認める地域を優先することとします。

149
放射性物質の吸
収抑制対策（加
里等施用対策）

「加里質肥料」の基準について、
「県の基準等」よりカリウム濃度
が低い場合を対象とすることに
なっているが、通常の土壌改良基
準と異なり、放射性物質の吸収抑
制のための県基準は存在しない。
県の技術指導資料では通常の基肥
の２倍のカリウムを施用する等の
指導を行っており、こうした県の
指導資料を基準とみなすようＱ＆
Ａ等で示すべきである。

　吸収抑制効果に関して、科学的根拠に基づいて設定されたものであれば基準とすること
が可能ですが、吸収抑制のために追加的に必要となる資材の部分のみが補助の対象となる
ことに御留意下さい。

150
放射性物質の吸
収抑制対策（加
里等施用対策）

これから全水田面積の土壌診断を
実施すると、その結果を得るため
には相当の日数を要することとな
り、その結果に基づく加里肥料散
布は困難ではないか。

　「玄米の放射性セシウム低減のためのカリ施用（平成24年2月24日付け農研機構中央農業
総合研究センター）」によると、土壌中の交換性カリウム含量が25mg/100g以上の水田にお
いては、土壌中の交換性カリ含量を増やすことによる玄米中の放射性セシウム濃度の低減
効果は期待できないとされていることやカリ肥料の過剰施用を防ぐためにも、土壌中の交
換性カリウム濃度の把握は必要であると考えます。
　ただし、現時点での土壌診断結果以外にも、過去の土壌診断結果や、堆肥の施用・稲わ
らのすき込み等これまでの営農上の取組の実績等を活用して、対象とするほ場において交
換性カリウム濃度が不足しているかどうかを判断していただいて結構です。また、土壌中
のカリ濃度の把握を一筆ごとに行うことが困難な場合は、同一品目で、同じような栽培形
態、土壌条件、肥培条件で営農を行う一定の広がりを代表できる土壌診断結果等を活用し
て下さい。

151
放射性物質の吸
収抑制対策（加
里等施用対策）

放射性セシウムの吸収抑制のため
のカリ肥料資材の施用は毎年必要
なものであるが、事業を実施する
前年度に吸収抑制対策としてカリ
施用を実施した場合、引き続き、
事業実施年度もカリ施用を実施で
きないのか。

　本交付金における放射性物質の吸収抑制対策は、通常の営農行為によるカリ肥料の施用
を実施する前に、農地土壌中の交換性カリ含量が25mg/100g程度となるよう、不足するカリ
肥料を追加して施用する分について補助するものです。
　このため、水稲作において、事業を実施する前年度に本交付金を活用してカリ肥料を追
加施用した場合でも、通常の営農行為によりカリ肥料を施用する前に農地土壌中の交換性
カリ含量が25mg/100gに満たない又は満たない恐れがあるほ場である場合、引き続き事業を
実施することが可能です。

152
放射性物質の吸
収抑制対策（加
里等施用対策）

事業実施地区において、本事業を
活用して塩化カリ20kgの施用が必
要であると県から指導された場
合、通常施用のカリ肥料は不要と
なるのか。

　農地土壌中の交換性カリ含量を吸収抑制効果に十分な量とするため、通常施用分とは別
に、追加して施用する分を支援対象としているところです。このため、通常施用のカリ肥
料は施用することが必要です。
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153
放射性物質の吸
収抑制対策（加
里等施用対策）

要領において「加里質肥料」の対
象資材を「塩化加里、硫酸加里、
ケイ酸加里等単肥に限る。」とし
てあるが、カリ単肥どうしの混合
肥料（ケイ酸カリ＋塩化カリ）の
場合、肥料価額（追加的に必要と
なるカリ部分のみ。）全額を補助
対象として問題ないか。

　問題ありません。

154
放射性物質の吸
収抑制対策（加
里等施用対策）

事業実施年度の前年におけるモニ
タリング調査等で放射性セシウム
が検出されなかった場合、吸収抑
制対策を実施しないほ場を設置
し、事業対象作物の放射性セシウ
ム濃度の測定が要件とされている
が、前年のモニタリング調査等
データに非公表のデータを含めて
も良いか。

　基本的には公表されたデータに基づくものと考えているが、非公表の検査データを対象
とする合理的な理由があり、かつ、事業実施の必要性を説明する上で、その検査データを
説明対象者に提示することが可能であれば、前年のモニタリング調査等データに含めるこ
とができます。

155
放射性物質の吸
収抑制対策（加
里等施用対策）

事業を実施する翌年産農作物に使
用する吸収抑制資材を事業実施年
度の「放射性物質の吸収抑制対
策」として購入しても良いか。

　事業を実施する翌年産農作物に使用する吸収抑制資材を事業実施年度に購入することに
ついては、事業実施年度の予算に余裕がある場合には購入しても構いません。ただし、購
入した吸収抑制資材は事業実施年度内に必ず施用する必要があります。

156
放射性物質の吸
収抑制対策（加
里等施用対策）

採択要件ウ（カ）に基づき、吸収
抑制対策を実施しない実証ほで生
産された事業対象作物から放射性
セシウムが検出されなかった場合
の放射性物質検査の検出下限値に
ついては、特に基準が設けられて
いないが、検出値が極めて低い場
合でも、放射性物質が検出された
として、翌年度も本対策を継続し
てよいか。

  放射性物質の吸収抑制対策については、生産される農産物が食品衛生法の規定に基づく
食品中の放射性セシウムに係る基準値を下回った場合でも、放射性セシウムが検出され公
表されれば、風評被害がいつまでも続くという産地の強い懸念に対応するため、平成25年5
月16日付け東日本大震災農業生産対策交付金実施要領一部改正により、事業対象作物から
放射性セシウムが検出されなくなるまで、吸収抑制資材の施用による放射性物質の吸収抑
制対策を継続して実施できることとされたところです。
  お尋ねの採択要件ウ（カ）については、上記の措置に基づき、放射性物質の吸収抑制対
策を継続して実施した場合の、本事業を終了する基準として設定されたものです。
  このため、放射性物質が検出されなかった場合の放射性物質の検出下限値は、本事業を
実施する県が公表を前提として実施するモニタリング調査の検出下限値と同水準とするこ
とが適切と考えます。
  なお、吸収抑制資材の施用による放射性物質の吸収抑制対策は、事業対象作物による放
射性セシウムの吸収を大幅に抑制する効果がありますが、事業対象作物の放射性セシウム
吸収量を完全にゼロにする（皆無にする）ことは困難であることにご留意ください。

157
放射性物質の吸
収抑制対策（加
里等施用対策）

　モニタリング調査等の検出下限
値は、実際の分析時間の違い等に
より異なることから、同じ放射性
セシウムを含む農作物であっても
検出されたり検出されなかったり
する場合がある。
　この場合の、採択要件（カ）に
おける「モニタリング調査等にお
いて放射性セシウムが検出されな
かった場合」の取り扱いいかん。

　モニタリング調査等の検出下限値については、その値が厚生労働省通知（平成24年3月15
日付け食安発0315第4号「食品中の放射性物質の試験法について」及び平成24年3月1日「食
品中の放射性セシウムスクリーニング法の一部改正について」）で定められた水準（Ｃｓ
１３４とＣｓ１３７の検出下限値の合計値がそれぞれ20Bq/kg以下、25Bq/kg以下）の範囲
内であれば、カリ施用による放射性物質の吸収抑制対策を終了できる条件となっているか
どうかの目安として活用可能と考えています。
　このため、モニタリング調査等において放射性セシウムが検出された場合であっても、
その値が、県ごと、年度ごとに当該品目の測定時に得られた検出下限値（Ｃｓ１３４とＣ
ｓ１３７の検出下限値の合計値）の最高値を下回っているかどうかで当該条件を判断する
ことが妥当と考えます。
　また、Ｃｓ１３７のみで検出がみられた場合については、Ｃｓ１３７のみの検出値を
もって放射性セシウムの検査結果とされていることから、その値が、県ごと、年度ごとに
当該品目の測定時に得られたＣｓ１３７の検出下限値の最高値を下回っているかどうかで
当該条件を判断することとします。
　なお、採択要件ウ（カ）に基づき設置した吸収抑制対策を実施しないほ場において放射
性セシウムが検出された場合についても、モニタリング調査等と同様に判断するものと
し、その判断の際に用いる検出下限値は、モニタリング調査等の検出下限値の最高値とし
ます。

158
放射性物質の吸
収抑制対策（加
里等施用対策）

（２）のウの（カ）に基づき、吸
収抑制対策から除外された市町
村・作物であっても、原発事故後
初めて吸収抑制対策が必要な作物
を作付ける場合は、当該ほ場を補
助の対象としてよいか。

原発事故後に吸収抑制対策を実施したことがないほ場で、吸収抑制対策が必要な作物を初
めて作付する場合であって、かつ、食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性セシウムに
係る基準値（一般食品の場合は100ベクレル/kg）を超えた若しくは超える恐れがあると県
が判断した場合は、補助の対象として構いません。

159
放射性物質の吸
収抑制対策（品
種・品目転換）

放射性物質の低吸収品目・品種に
はどのようなものがありますか。

　品目・品種転換を行う場合、これまでの放射性物質検査の結果を考慮し、公的研究機関
等により、放射性セシウムの土壌から農産物への移行の程度が低いことが示されている品
目や品種を選択してください。
　なお、農林水産省では、生産者の方が農作物の作付を検討する際の参考として頂くた
め、国内外の科学文献から、土壌中の放射性セシウムの野菜類・果実類への移行の程度を
取りまとめ、公表しています。
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouan/110527.html
　また、農林水産省ホームページに、原発事故による農畜水産物の影響に関する関係府省
のポータルサイトを設けており、食品や環境に関するモニタリング情報等を掲載しており
ますので、併せてご活用下さい。
http://www.maff.go.jp/noutiku_eikyo/index.html

160
放射性物質の吸
収抑制対策（品
種・品目転換）

普通作物においては通常転作など
で水稲から大豆への転換が実施さ
れていますが、そのような取組も
対象となるか。

　通常転作による品目転換は対象外です。

161

放射性物質の吸
収抑制対策（品
種・品目転換
（園芸））

低吸収品目・品種転換について、
対象となる経費は何ですか。

　品目・品種転換することによって新たに必要となる資材費（種子・種苗費は牧草を対象
とした場合に限ります）、吸収抑制効果を検証するための検査費が対象となります。
　また、排水対策が必要な場合、当該作業に係る機械のレンタル・リース費、オペレータ
費、燃料費が対象となります。

162

放射性物質の吸
収抑制対策（品
種・品目転換
（園芸））

転換する品目について、加工等に
よる濃縮について留意するとは、
どのようなことですか。

　原材料が放射性物質の基準値（平成24年4月1日より、野菜を含む一般食品は100 Bq/kg）
以下であっても、乾燥野菜等のように、加工過程の乾燥等により水分が減少する場合に
は、基準値を超えるおそれがありますので、品目選択時に併せてご留意ください。

163

放射性物質の吸
収抑制対策（品
目・品種転換
（牧草））

牧草への吸収抑制対策とはどうい
うことか。
また、具体的にどのようなことを
するのか。

　土壌等に蓄積した放射性物質の牧草等への移行の低減を目的として、反転耕・深耕を
行った草地に新たに飼料作物等を導入することです。
　具体的には、永年生牧草から青刈りとうもろこしやイタリアンライグラスなどの単年生
作物への転換や永年生牧草から他の奨励品種（永年生牧草）への置き換えをすることで
す。
　永年生牧草へ置き換える場合には、他の品種への置き換えや混播の割合の変更などを行
う必要があります。
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164

放射性物質の吸
収抑制対策（品
目・品種転換
（牧草））

事業を実施する前年度、反転耕・
深耕をすでに実施した地域におい
て、農作物への吸収抑制の効果を
確認するために、事業実施年度中
に行う土壌改良資材の施用や播種
等を本事業の対象とすることがで
きるか。

　牧草等の放射性物質の分析と吸収抑制効果の評価を行うことを条件に、牧草等への吸収
抑制効果の確認をするために必要な作業工程（例えば、土壌改良資材の施用、播種等）を
対象とすることができることとします。
　その場合は、事業を実施する前年度に実施した内容及び事業実施年度の実施計画スケ
ジュールを作成し、吸収抑制対策に必要な反転耕・深耕を含む作業工程の全部を記述する
とともに事業実施年度に実施する事業対象部分が分かるように示し、事業実施計画書に添
付してください。

165

放射性物質の吸
収抑制対策（品
目・品種転換
（牧草））

粗飼料確保のため夏作をした後、
秋に永年生牧草を播種する場合、
これら種子代（2回分）及び肥料
代等の資材（2回分）は補助対象
にして良いか。

　本事業は、農作物の放射性物質吸収抑制対策であり、牧草地においては、反転耕・深耕
を行い、永年生牧草から青刈りとうもろこしやイタリアンライグラスなどの単年生作物へ
の転換や永年生牧草から他の奨励品種（永年生牧草）への置き換えを補助対象にしていま
す。
　そのため、夏作の飼料作物を作付する場合でもその肥料・種子代等は、吸収抑制対策と
して本事業の対象となりますが、一度補助を受けた場合秋に永年生牧草を播種する分は対
象になりません。

166

放射性物質の吸
収抑制対策（品
目・品種転換
（牧草））

品目転換では牧草地を対象とした
場合は100千円/10aであるが、同
じくエの反転耕・深耕44千円/10a
である。この差額は。

　牧草地の品目・品種転換には、播種に係る作業代（機械・機材のレンタル代、機械オペ
レーター代等）と資材費（種子代）が含まれます。なお、エの反転耕・深耕については、
水田・畑地を想定しており、牧草地は含まれておりません。

167

放射性物質の吸
収抑制対策（品
目・品種転換
（牧草））

反転耕による草地更新について、
草地を整備した実績があり、必要
な機械を所有している農業公社と
一者随契したいが可能か。

　入札により必要な条件を満たす業者と契約することが必要です。なお、農業公社が本事
業の事業実施主体となることも可能です。

168

放射性物質の吸
収抑制対策（品
目・品種転換
（牧草））

品目・品種転換を実施した永年生
牧草地については、その後の維持
管理に制約があるのか。

　事業実施後５年以上永年性牧草地として適切な管理に努めるものとします。ただし、適
切な管理利用がなされているにもかかわらず、気象条件等やむを得ない事由がある場合は
その限りではありません。

169
放射性物質の吸
収抑制対策（改
植・剪定）

果樹の改植について、補助対象と
なる経費は何か。

　改植時に必要不可欠な、種苗費、肥料・土壌改良費、資材費、伐採・抜根や整地等に必
要な機械・機材のリース代、作業委託費、燃料費が対象となります。

170
放射性物質の吸
収抑制対策（改
植・剪定）

茶の剪定について、補助対象とな
る経費は何か。

　剪定時に必要不可欠な、肥料・土壌改良費、機械・機材のリース代、作業委託費、燃料
費が対象となります。

171
放射性物質の吸
収抑制対策（改
植・剪定）

果樹の改植に伴って、トレリスや
果樹棚の設置も対象経費になる
か。

　植栽時に必要不可欠な支柱は対象となりますが、トレリスや果樹棚は補助対象になりま
せん。

172
放射性物質の吸
収抑制対策（改
植・剪定）

果樹の改植で、表土除去は対象に
なるか。

　果樹園では、放射性物質の根からの吸収割合は高くないと考えられていますので、本事
業での対象としておりません。なお、通常の改植の際に行う深耕、整地等は対象となりま
す。

173
放射性物質の吸
収抑制対策（改
植・剪定）

果樹の改植の費用が49万５千円と
なっているが、それを下回った場
合には、どうなるか。また、必要
となった経費の証拠書類を残す必
要があるか。

　交付額は改植を行った場合に必要な費用を勘案し、定額の49万５千円としていますが、
実際の経費が４９万５千円を下回った場合には、実際に要した経費の額を交付額としま
す。なお、要した経費に係る領収書は、額の確認に必要なので保管しておいて下さい。

174
放射性物質の吸
収抑制対策（改
植・剪定）

茶の剪定の費用が１万８千円と
なっているが、それを下回った場
合には、どうなりますか。また、
必要となった経費の証拠書類を残
す必要があるか。

　交付額は改植を行った場合に必要な費用を勘案し、定額の１万８千円としていますが、
実際の経費が１万８千円を下回った場合には、実際に要した経費の額を交付額とします。
なお、要した経費に係る領収書は、額の確認に必要なので保管しておいて下さい。

175
放射性物質の吸
収抑制対策（改
植・剪定）

果樹の改植を行った場合、放射性
物質の吸収抑制を確認しなければ
ならないか。

　放射性物質に汚染された樹の改植を行ったということをもって、目標を達成したと見な
すことができるものとします。

176
放射性物質の吸
収抑制対策（改
植・剪定）

茶樹の剪定を行った場合、放射性
物質の吸収抑制を確認しなければ
ならないか。

　茶樹については、剪定後に収穫された収穫物の放射性物質の分析により、吸収抑制の効
果を確認して下さい。

177
放射性物質の吸
収抑制対策（改
植・剪定）

放射性物質の低減割合を検証する
ため、剪定毎の時期と深さの基準
があるのか。

　具体的な剪定方法については、県の栽培技術指針等を参考にして下さい。なお、剪定の
時期と深さによっては、樹体が衰弱し、翌年の茶生産に影響があることにご留意くださ
い。

178
放射性物質の吸
収抑制対策（改
植・剪定）

「果実、茶葉に移行する放射性物
質の低減を図る改植、剪定」につ
いて、タラノメ、ワサビ等の永年
性作物の改植等の事業についても
交付対象を要望する。

　改植については、伐採・抜根から植栽等に高額を要し、収益を得るまでに長期間を要す
る品目について、その取組を支援する観点から、果樹を対象としています。

179
放射性物質の吸
収抑制対策（反
転耕・深耕）

反転耕・深耕について、補助対象
となる経費は何か。

　反転耕・深耕の作業に係る機械レンタル代、機械オペレータ代、燃料代、地力回復に必
要な資材費が対象になります。

180
放射性物質の吸
収抑制対策（反
転耕・深耕）

反転耕・深耕の深さはどれくらい
まで行えばよいか。また、すでに
耕起を実施した農地において、反
転耕・深耕の対象となるのか。

　反転耕・深耕による吸収抑制対策は、放射性物質の土壌中の濃度を大幅に薄め、吸収抑
制に資する必要があることから、通常の耕起深度と比べて相当程度深く耕起する必要があ
ると考えます。
　また、すでに耕起を行っている農地についても、上記と同様に放射性物質の土壌中の濃
度を大幅に薄める取組の場合であれば、反転耕・深耕の対象となります。
　このため、事業対象ほ場の作土が浅く、十分な深耕・反転耕が困難なほ場では、本取組
による吸収抑制対策は効果がないので留意が必要です。
　なお、深耕・反転耕の実施に当たっては、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機
構中央農業総合研究センターが平成24年8月31日に公表した「除染用反転耕プラウの開発と
その利用」を参考にしてください。

181
放射性物質の吸
収抑制対策（反
転耕・深耕）

反転耕・深耕を行った後におい
て、地力回復に必要な肥料、土壌
改良資材等を投入したいが、その
投入量を試算するために必要な土
壌診断経費は対象となるのか。

　反転耕・深耕を行った後において、吸収抑制の効果を確認するための放射性物質の分析
にあわせて地力回復に必要な項目を分析することについては、補助の対象となります。

182
放射性物質の吸
収抑制対策（反
転耕・深耕）

土壌診断等地力の回復のために必
要な資材量の計算を行った場合に
限るとあるが、生産者も実施主体
も納得する計算方法が必要であ
る。具体的な計算方法を示す見込
みはあるか。

　計算方法を示す予定はありません。反転耕・深耕を実施したのち、実施後の圃場の土壌
診断結果と県等が示す基準から、必要な資材の算定をお願いします。
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183
放射性物質の吸
収抑制対策（反
転耕・深耕）

反転耕等の取組について、農協が
事業主体となり、作業については
圃場を所有する農業者が行う場合
の経費は補助対象となるのか。

　農業者が自力施行した労賃相当額等は補助対象とできませんが、農協等が事業実施主体
となり、農業者に作業委託を行うという形態をとる場合は、機械オペレーター代、必要な
機械のリース代等であれば、補助対象とすることができます。ただし、単価の設定方法や
作業実施の確認方法等金額を確認するために必要な事項を予め取り決めた上で、額の確認
に必要な証拠書類を整備する必要があります。

184

放射性物質の吸
収抑制対策（吸
収抑制効果分

析）

分析経費は、放射性物質の植物体
や土壌内での濃度を測定する経費
が対象という理解でいいか。

　土壌中の放射性物質や資材を導入したほ場から生産された農作物の放射性物質の濃度を
分析するための分析費（委託費を含む）を支援対象とします。資材の導入効果を分析する
ためのものであり、資材を導入したほ場及びその対照区の土壌等に限ります。

185

放射性物質の吸
収抑制対策（吸
収抑制効果分

析）

実施要領別記第２の４の（２）の
ウの（カ）に規定する吸収抑制対
策を実施しないほ場の収穫物につ
いては、風評被害を引き起こす懸
念がある。

　風評被害の懸念がある場合、吸収抑制対策を実施しないほ場を小面積の試験ほとし、収
穫物は吸収抑制対策の効果を分析・検証するための試験用サンプルとして全量買い上げる
ことも可能です。

186

放射性物質の吸
収抑制対策（吸
収抑制効果分

析）

吸収抑制対策の効果を検証するた
め、放射性物質の分析機器を導入
することは可能か。

　原則として、経費を抑制する観点から、分析委託又は分析機器のレンタル・リースでの
対応をお願いします。ただし、本事業の目的達成に必要な土壌や植物体の分析点数や分析
スケジュール、費用対効果等から判断して、分析委託又は分析機器のレンタル・リースで
はなく分析機器の購入を選択すべき合理的な理由があるのであれば、分析機器を購入して
対応することも可能です。

187

放射性物質の吸
収抑制対策（吸
収抑制効果分

析）

「加里質肥料を施用する場合予め
土壌診断等により、対象とする圃
場における土壌中の交換性カリウ
ム濃度が県の基準等に比べ低く
なっていること」とされている
が、国からの交換性カリの土づく
り目標値（25mg/100g）によら
ず、県の土壌改良目標値等でよい
のか。

　県の放射性セシウム吸収抑制のための土壌改良目標値を目標とした施肥を行っても差し
支えありません。

188

放射性物質の吸
収抑制対策（吸
収抑制対策を実
施しないほ場の
設置）

対照ほ場として設置する吸収抑制
対策実施ほ場の設置費用は補助の
対象となるか。

補助の対象外です。

189

放射性物質の吸
収抑制対策（吸
収抑制対策を実
施しないほ場の
設置）

対象経費はほ場の借り上げ費等と
なっているが、栽培管理費も対象
となるか。

基本的には、ほ場の借り上げ費用のほか、収穫物を廃棄する場合の廃棄費用が対象になる
と考えています。

190

放射性物質の吸
収抑制対策（吸
収抑制対策を実
施しないほ場の
設置）

吸収抑制対策を実施しないほ場は
吸収抑制対策終了後３年間設置す
る必要があるのか。

事業実施主体の考え方により３年よりも短い期間の設置も可能ですし、設置しなくても結
構です。

191 農地生産性回復
農地生産性回復に向けた取組につ
いて、成果目標の達成はどのよう
に判断すれば良いですか。

　成果目標については、事業実施要領第１の１の（１）のア（「営農活動等が被災前に比
べ概ね同程度以上に復旧すること」）が適用されることとなります。
このため、事業実施年度の翌年度内に、農地の地力の回復が達成されているかについて土
壌分析等で確認するか、または、対象農地における収量が回復しているかについて確認し
てください。

192 農地生産性回復
除染後の農地も支援対象となりま
すか。

　放射性物質汚染対処特措法に基づく農地の除染の実施に当たっては、除染後の地力回復
対策まで実施することが可能となっていることから、除染後の農地は本事業の支援対象と
はしていません。

193 農地生産性回復
震災により地割れや液状化現象が
発生した農地も支援対象となりま
すか。

　震災により被害を受けた農地を対象としますので、地割れや液状化現象が発生した農地
であり、復旧作業等により地力が低下し、収量等に影響が出ることが見込まれる農地であ
れば対象となります。

194 農地生産性回復

採択要件の「当該該農地で生産さ
れる農作物の収量又は品質が震災
前の水準と比較して現に著しく低
下又は著しく低下することが見込
まれ、かつ、このことが事前の収
量調査、土壌分析等により技術的
に明らかにされている農地」と
は、具体的にどのような農地です
か。

　津波等の被害を受け、除塩等の復旧作業を行うことにより、有機物量や陽イオン交換容
量(CEC)の減少等の影響を受け、その後の作付けにおいて収量等が低下した、あるいは低下
する見込みがある農地のことを指します。既に作付けの実績がある場合は、その収量又は
品質の低下を示すデータにより採択要件を満たすことができますが、その要因を明らかに
するため土壌分析をあわせて実施することが望ましいと考えます。作付けを行っていない
場合は、収量が低下することが明らかであることを示す土壌分析のデータを示してくださ
い。

195 農地生産性回復

被災農地の土づくり対策で補助対
象となる資材のうち、いわゆる土
づくり肥料は支援対象となります
か。

　本取組は、除塩等の対策後の被災農地における地力の回復を目的とした取組であること
から、この目的を達成するために施用する資材であれば補助対象とします。したがって、
主に堆肥の施用を想定しておりますが、土壌改良資材やいわゆる土づくり肥料も補助対象
としています。ただし、土壌改良効果が科学的に認められたものに限ります。

196 農地生産性回復
作業に必要な機械の購入も対象と
なりますか。

　農地生産性回復に向けた取組の中では対象となりませんが、同交付金の中にリース方式
による農業機械の導入という別メニューがございますので、こちらをご活用下さい。

197 農地生産性回復

農地生産性回復に向けた取組につ
いて、資材の散布等を受益農業者
が自ら施工する場合も対象として
良いですか。また、その場合の補
助対象経費としては、自力施行の
労賃相当額や所有機械のレンタル
料相当額を加えることは可能です
か。

　資材の散布等について、受益農業者が自ら施工する場合であっても補助対象になります
が、補助対象経費として、自力施行の労賃相当額等を対象とすることはできません。作業
者の雇用賃金や機械レンタル代は補助対象としております。

198 農地生産性回復

事業実施面積10アールあたりの交
付額の上限や、主な資材の単価の
上限を超えてしまった分は対象と
なりませんか。

　事業実施面積10アールあたりの交付額の上限や、主な資材の単価の上限を超えて助成を
受ける必要がある場合は、都道府県知事が成果目標の妥当性について地方農政局長と協議
する際に、併せて地方農政局長等に協議を行ってください。地方農政局長が承認した場合
には、必要最小限の範囲で上限単価を超えて助成できます。事前の協議がない場合は、補
助の対象となりませんのご注意ください。

199 農地生産性回復
上限単価が設定されている主要な
資材に該当しない資材を使用した
い場合はどうしたらよいですか。

　上限単価が設定されていない資材を使用する場合については、都道府県知事が当該資材
を使用することが合理的であり、かつ当該資材の実勢価格に照らして単価が適当であると
判断できる場合に限り、助成することができます。都道府県知事に事業実施計画を提出す
る際に、当該資材を使用する必要性（合理性）や価格の妥当性について記載してくださ
い。
　この場合には、都道府県知事による地方農政局長への協議は必要としません。

200 農地生産性回復
「被災農地の土づくり対策」と環
境保全型農業直接支援対策との重
複は可能か。

　緑肥の作付に対して、環境保全型農業直接支払と重複して支援を受けることはできませ
ん。
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201 農地生産性回復
下層土壌に硫黄を含む津波土砂が
混入した場合の、土壌の酸性化対
策は支援対象となりますか。

　津波被害を受けた農地では、海底のヘドロ等に含まれる硫黄の影響により、酸性土壌と
なることが懸念されます。除塩等の対策後に地力の回復を目的として酸度矯正のために石
灰等を施用することについては、本対策の対象としています。

202 農地生産性回復

分析費は、農地等の生産性回復を
確認するものに限るとあるが、資
材の投入量を決定するための土壌
分析が必要だが、経費として認め
られるか。

　生産性回復を目的とした土づくり対策において、その前後に実施する土壌分析に係る経
費は認められます。

203 農地生産性回復
土壌分析の項目や面積あたりのサ
ンプル数に決まりはあるか。

　土壌分析の項目やサンプルの数等に特に決まりはありません。対象となる農地全体の土
壌の状態を合理的に説明し得るような項目やサンプル数を設定してください。

204
低コスト化・省

力化

（実施要領別記第２の６の（１）
のイ）
  「低コスト・省力化技術などの
導入に向けた実証ほ場の設置」の
具体的な技術の例を示していただ
きたい。

　「低コスト・省力化技術等の導入支援」では、水稲の直播技術、野菜栽培の機械化等の
各地の復興ビジョン等に適合した低コスト・省力化技術の導入に必要となる栽培実証等の
活動を支援することを目的としております。
　具体的な導入対象技術としては、「農業新技術２００Ｘ」に載っているような技術開発
成果を想定していますが、それ以外でも、例えば、県農業試験場等で開発された普及段階
にある低コスト・省力化に資する技術も対象とします。

205 品目転換

（実施要領別記第２の７）
  国の助成を受けていない場合
は、平成24年度よりスタートした
取組み以外も対象になると考えて
よいか。
例えば、平成23年度に農地等に深
刻な被害を受けて、営農環境の変
化に伴い平成23年度より品目転換
を行った。平成24年度に本格的に
取組むことから、本メニューを活
用し取組む。

　本事業については、平成24年度から新たに着手・着工したものが支援対象となりますの
で、平成23年度に実施した取組については支援対象となりません。

206 ＧＡＰ
ＧＡＰの導入の対象となる地域は
どこでも構わないのか。

福島県が対象です。

207 ＧＡＰ
ＧＡＰの導入について、成果目標
の達成はどのように判断すれば良
いのか。

　成果目標については、事業実施要領第１の１の（１）のイ（「生産や販売を回復するた
めに必要な生産、流通、保管技術又は技術体系の確立」）が適用されることとなります。
　このため、地区推進事業に取り組まれる場合には、事業実施年度の翌年度内に、健康不
安の解消に資するＧＡＰを策定するようにしてください。
　また、県域事業に取り組まれる場合には、事業実施年度の翌年度内に、域内産地で健康
不安の解消に資するＧＡＰを導入するか、又は、域内産地で活用できるＧＡＰのひな形を
作成してください。

208
農業系副産物循
環利用（推進事

業）

協議会の開催は必ず行わなくては
ならないのか。

　堆肥など農業系副産物を適切に管理して地域全体で循環利用する体制を新たに構築する
必要があるので、必ず行ってください。

209
農業系副産物循
環利用（推進事

業）

実証ほ場の設置について、補助対
象となる経費は何か。

　農業系副産物の施用試験を実施するための経費で、土壌改良資材又は肥料として施用す
る農業系副産物（牛ふん堆肥等）の購入費、散布費、種子費、機械・機材リース代、オペ
レーター費用、燃料費、賃金、土壌・作物等の分析費等が補助対象となります。

210
農業系副産物循
環利用（整備事

業）

整備事業だけを行うことはできる
のか。

　整備事業だけを行うことはできません。必ず推進事業も併せて行ってください。

211
農業系副産物循
環利用（家畜排
せつ物）

家畜排せつ物等処理施設とは具体
的にはどのような施設なのか。

①堆肥センターと②堆肥一時保管施設です。
①堆肥センターは、将来にわたり畜産農家からの家畜排せつ物や耕種農家からの副産物
（稲わら、籾殻、剪定枝チップ等）を原料として堆肥を製造し、地域の堆肥の利用性を向
上させる施設です。
②堆肥一時保管施設は、畜産農家からの堆肥を耕種農家が利用するまでの間、一時的に保
管する施設です。

212
農業系副産物循
環利用（家畜排
せつ物）

現状の堆肥の滞留を一時的に解消
するための施設は補助対象となる
のか。

　将来にわたり堆肥の利用を行うための一時保管施設は補助対象となりますが、基準値以
下の堆肥の滞留を解消するために一時的に保管する施設は対象となりません。

213
農業系副産物循
環利用（剪定

枝）

街路樹や庭木など、果樹園以外の
場所から発生した剪定枝は補助対
象となるのか。

　本事業では、営農活動として実施する果樹の剪定、間伐及び伐採で生じる果樹剪定枝及
び樹体の循環利用を目的としているので、街路樹や庭木など、果樹園以外から発生した剪
定枝は補助対象となりません。

214
農業系副産物循
環利用（剪定

枝）

剪定枝等処理設備とは具体的には
どのような設備なのか。

　剪定枝等を破砕し、チップ化するための機械（チッパー）です。ただし、自走式は補助
対象となりません。

215
農業系副産物循
環利用（剪定

枝）

本事業で剪定枝をチップ化した
後、一般廃棄物として焼却施設等
で処分することは可能なのか。

　本事業は、農業系副産物の循環利用体制の再生・確立を目的としているので、得られた
チップを焼却施設等で処分することはできません。本事業で得られたチップは、園地へ還
元施用して下さい。

216
農業系副産物循
環利用（剪定

枝）

チップの園地への還元施用の方法
に規定はあるのか。

　還元施用の方法については、土壌改良資材としてそのまま施用する方法や、副資材との
混和等により堆肥化した後に施用する方法などが考えられますが、得られたチップが最終
的に園地に還元施用されるのであれば、その方法は問いません。

217

自給飼料生産・
調製再編支援
（草地生産性向
上緊急対策）

草地生産性向上緊急対策を実施し
た永年生牧草地については、その
後の維持管理に制約があるのか。

　事業実施後５年以上永年性牧草地として適切な管理に努めるものとします。ただし、適
切な管理利用がなされているにもかかわらず、気象条件等やむを得ない事由がある場合は
その限りではありません。

218
落ち葉等有機質
資材利用再開支

援

（実施要領別記第２の12の
（１））
事業を実施する場合は、取組の概
要のアからカの全ての取組を実施
しなくてはならないか。

　事業実施主体は、事業実施年度に必要な取組を（１）のアからカの中から選択して実施
することができます。例えば、都県が（１）のアの「指導の実施」のみを実施することが
可能です。

219
落ち葉等有機質
資材利用再開支

援

予備調査の結果、原料落ち葉の放
射性セシウム濃度が400 Bq/kgを
超えた場合、当該年度の取組を中
止しても良いか。また、次年度以
降に改めて予備調査から取組を実
施してもよいか。

　予備調査の結果、原料となる落ち葉等の放射性セシウム濃度が400Bq/kgを超えているこ
と等が判明し、事業実施主体が事業の継続を困難と判断した場合は、当該年度において事
業を継続する必要はありません。
　また、次年度以降に改めて利用再開の取組を行うことができますが、原料落ち葉等の放
射性セシウム濃度レベルや、放射性物質の降下の影響のある落ち葉等の除去状況等を勘案
し、安全な有機質土壌改良資材等が生産されるように努めて下さい。
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220
落ち葉等有機質
資材利用再開支

援

腐葉土は6ヶ月から数年間落ち葉
等を堆積・腐熟させて生産するの
で、予備調査を実施して生産を開
始した年度に生産物検査は実施で
きないことがある。このような場
合、翌年度以降に実施する取組も
一連の事業として事業要求できる
か。

　東日本大震災農業生産対策交付金は単年度事業であり、複数年度にまたがる取組を継続
事業として実施することはできません。各年度ごとに、各年度に実施する取組を事業要求
してください。

221
落ち葉等有機質
資材利用再開支

援

有機質土壌改良資材の製造事業者
が事業を再開する場合も本事業が
活用できると考えてよいか。

　本事業は、農家による自家利用の再開のため地方公共団体や生産者団体等が行う取組を
支援対象としており、製造事業者が事業を再開する場合の取組は支援対象ではありませ
ん。

222
落ち葉等有機質
資材利用再開支

援

生産者が腐葉土等を生産するため
に原料落ち葉を収集する作業賃金
や収集用機械の借料は補助の対象
となるか。

　生産者による有機質土壌改良資材等の生産は、自らの営農に資することですので支援対
象としていません。

223
落ち葉等有機質
資材利用再開支

援

生産物検査によって400 Bq/kgを
超えていることが判明し、処分す
ることとなった有機質土壌改良資
材等の処分経費については、一般
廃棄物であるか産業廃棄物である
かを問わず全額補助対象となる
か。

　廃棄物処理は地方公共団体等によってその処分方法に違いがあることが想定されます
が、処分に要した経費について、本対策の実施地域の実情に即した適正な現地実行価格で
あれば、処分の方法を問わず全額を補助対象とします。

224
落ち葉等有機質
資材利用再開支

援

 利用再開通知に規定する「有機
質土壌改良資材等の利用管理計画
書」の対象農家や原料の採取場所
に変更がない場合、２年目以降に
実施する原料に係る予備調査は、
本事業の対象となるか。

 予備調査は、利用再開通知に規定する「有機質土壌改良資材等の利用管理計画書」の内容
が適切かを判断するため、当該計画書にその結果を付しているものです。当該計画書の内
容に変更がなく原料に係る状況等が変わらない場合、２年目以降に予備調査を実施する必
要性はないことから、本事業の対象にはなりません。

225
公共牧場再利用

推進

公共牧場再利用推進を実施した永
年生牧草地については、その後の
維持管理に制約があるのか。

　事業実施後５年以上永年性牧草地として適切な管理に努めるものとします。ただし、適
切な管理利用がなされているにもかかわらず、気象条件等やむを得ない事由がある場合は
その限りではありません。
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